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１-１ 経営戦略見直しの趣旨 

寄居町（以下「本町」という。）の水道事業は、将来にわたって「安全で安心な水を

安定して供給する水道」を基本理念とし、運営を続けてきました。 

しかし、大規模災害の発生、人口減少などによる水需要の低迷、老朽化した施設の更

新や耐震化に対する多額の投資など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化してきて

います。 

そこで本町では令和 2 年度に、将来にわたり安全で良質な水道水を安定的に供給す

るとともに、安定した経営基盤を持続していくため、「安全」「強靱」「持続」を柱とし

た「寄居町水道事業経営戦略」（以下「本計画」という。）を策定し運用しております。 

今回、令和 3 年度の計画開始から 5 年が経過することから、これまでの計画の取組

みの評価及び必要に応じた再検討、現在の投資計画等の反映、社会情勢の変化に対応し

た新たな目標の設定等を踏まえ、経営戦略を見直すこととしました。 

 

図 1 経営戦略イメージ  

 

出 典 ： 総 務 省 資料 「 公 営 企 業 の｢経 営 戦略｣策 定 の 推 進 に つ い て 」  
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１-２ 計画の位置づけ 

本計画は、将来にわたって安定的に事業を継続していくための経営の基本計画であり、

寄居町水道事業の経営の基本的な考え方、投資試算や財源試算、収支ギャップの解消な

ど経営健全化の取り組みを定めるもので、「第 6 次寄居町総合振興計画」や、「寄居町水

道ビジョン」との整合性を図ります。 

 

図2 計画の位置づけ 

 

 

１-３ 計画期間 

本計画は、総務省の「経営戦略策定ガイドライン」における「中長期的な視点から経営

基盤の強化等に取り組むことができるように、計画期間は 10 年以上を基本とする」とい

う考え方を踏まえ、長期的な安定を見据えた中で令和８年度から令和 1７年度までの 10

年間を本計画の計画期間とします。 

第６次寄居町総合振興計画

（後期計画）

（令和4年度

～令和8年度）

埼玉県水道整備基本構想

（埼玉県水道ビジョン）

（令和5年3月改定）

厚生労働省 新水道ビジョン

（平成25年）
※現在の所管は国土交通省

寄居町水道事業経営戦略

（寄居町水道ビジョン）

令和8年度

～令和17年度

水道施設整備計画

（令和8年3月改定）

整合・反映
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２-１ 水道事業の概要 

本町の水道事業は昭和 33 年に水道事業経営の創設認可を得て工事に着手し、昭和

36 年 4 月に給水を開始しました。 

その後、町勢の発展に伴う人口の増加や産業活動の進展などによる水需要に対応す

べく、数次にわたり拡張事業を実施して施設整備を進めるとともに、常に安全で良質な

水を安定的に送り続けられるよう努めてきました。 

近年、人口減少や環境に配慮した節水型機器の普及などにより全国的に水需要が低

迷する中で、高度経済成長期に建設した施設の更新や大規模地震に備えた耐震化が喫

緊の課題となっています。 

 

 

表 1 寄居町水道事業の事業概要（令和 5 年度） 

供 用 開 始 年 度  

（ 供 用 開 始 後 年数 ）  

昭 和 36 年 4 月 1 日  

（62 年 ）  
計 画 給 水 人 口  32,950 人  

現 在 給 水 人 口  31,731 人  水 源  表 流 水  

浄 水 場 設 置 数  4 箇 所  配 水 池 設 置 数  9 箇 所  

配 水 能 力  19,470 ㎥ /日  

管 路 延 長  

導 水 管 延 長 ：1.99 ㎞  

送 水 管 延 長 ：8.19 ㎞  

配 水 管 延 長 ：221.54 ㎞  

管 路 総 延 長 ：231.72 ㎞  

施 設 利 用 率  64.69％  

出 典 ： 地 方 財 政状 況 調 査 （ 決 算 統 計 ）  

 

２-２ 水道事業の沿革 

(1)水道事業の沿革 

本町の水道事業は昭和 33 年に創設認可を受けて創設されました。 

水道事業の創設以後、配水量の増加、給水区域の拡張、安定水源の確保などから、第

５次の拡張・変更事業認可を取得、事業を実施してきました。 

金尾地区簡易水道事業及び風布・小林地区簡易水道事業は、それぞれ昭和 59 年と昭

和 61 年に創設認可を得て事業を行っています。 

令和 2 年度に水道事業の運営強化を目的に水道事業統合を進め、令和 3 年 4 月に金

尾地区簡易水道事業及び風布・小林地区簡易水道事業を「寄居町上水道事業」として一

本化することとしました。 

 

上水道の沿革は「表 2 上水道事業の沿革」のとおり、簡易水道の沿革は「表 3 簡易

水道事業の沿革」のとおりです。 

 第２章 水道事業の現状と課題 
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表 2 上水道事業の沿革 

名   称  認 可 取 得 年 月  
計 画 
給水人口 

(人 ) 

一 日 最 大  
給 水 量 
(㎥ /日 ) 

計 画 一 人 一 日  
最 大 給 水 量

(ℓ ) 

創 設 事 業  昭 和 33 年 3 月  12,000 1,800 150 

第 １ 次 拡 張 事 業  昭 和 40 年 3 月  12,000 3,600 300 

第 1 次 拡 張 事 業  

第 １ 次 変 更  
昭 和 42 年 3 月  12,000 3,900 300 

第 ２ 次 拡 張 事 業  昭 和 49 年 3 月  14,000 3,900 278.6 

第 2 次 拡 張 事 業  

第 １ 回 変 更  
昭 和 50 年 8 月  14,000 3,900 278.6 

第 2 次 拡 張 事 業  

第 ２ 回 変 更  
昭 和 52 年 6 月  14,000 3,900 278.6 

第 ３ 次 拡 張 事 業  昭 和 55 年 11 月  29,000 12,000 414 

第 ４ 次 拡 張 事 業  平 成 3 年 1 月  36,800 16,700 454 

第 4 次 拡 張 事 業  

第 １ 次 変 更  
平 成 7 年 10 月  40,800 19,000 466 

第 4 次 拡 張 事 業  

第 ２ 次 変 更  
平 成 16 年 4 月  37,600 19,000 505 

第 ５ 次 拡 張 事 業  平 成 20 年 3 月  36,480 20,400 559 

第 ６ 次 拡 張 事 業  令 和 3 年 3 月  32,950 19,470 559 

 

 

表 3 簡易水道事業の沿革 

名   称  認 可 取 得 年 月  
計 画 
給水人口 

(人 ) 

一 日 最 大  
給 水 量 
(㎥ /日 ) 

計 画 一 人 一 日  
最 大 給 水 量

(ℓ ) 

金 尾 地 区 簡 易 水道  昭 和 59 年 9 月  400 254 635 

風 布 ・ 小 林 地 区  

簡 易 水 道  
昭 和 61 年 12 月  300 120 400 
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(2)給水の状況 

本町の水道事業は、創設以来、町の発展に合わせてその規模を拡大させてきました。 

近年は全国的に人口が減少傾向にあり、本町も同様に人口が減少傾向にあります。現

在の給水人口は、31,731 人（令和 5 年度末）です。 

 

表 4 寄居町給水状況の推移 

項  目  令 和 3 年 度 末  令 和 4 年 度 末  令 和 5 年 度 末  

行 政 区 域 内 人 口  32,462 人  32,106 人  31,894 人  

給 水 区 域 面 積  6,355ha  6,355ha  6,355ha  

給 水 区 域 人 口  32,297 人  31,939 人  31,731 人  

給 水 人 口  32,297 人  31,939 人  31,731 人  

給 水 普 及 率  100.0％  100.0％  100.0％  

給 水 戸 数  15,355 戸  15,468 戸  15,506 戸  

年 間 総 配 水 量  4,497,817 ㎥   4､598,555 ㎥   4,610,005 ㎥   

一 日 最 大 配 水 量  15,166 ㎥   15,691 ㎥   15,691 ㎥   

一 日 平 均 配 水 量  12,323 ㎥   12,597 ㎥   12,596 ㎥   

出 典 ： 地 方 財 政状 況 調 査 （ 決 算 統 計 ）  
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図3 水道施設等位置図 
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２-３ 水道事業の現状 

２-３-１ 水道事業が直面している外部環境の変化 

(1)給水人口・配水量の減少 

本町の給水人口は、平成 26 年度の 34,929 人から令和 5 年度の 31,731 人へと推

移しています。 

一日最大配水量は、令和 5 年度の実績を基準に比較すると、平成 26 年度から 3,198

㎥（9.2％）減少しています。 

また、一日平均配水量は、令和 5 年度の実績を基準に比較すると、平成 26 年度か

ら 1,048 ㎥（7.7％）減少しています。  

今後、給水人口は人口減少に伴って減少し、有収水量及び配水量も減少傾向が続いて

いくと見込まれます。このことは、水道料金収入が減少し、水道事業経営を圧迫する一

因ともなります。 

そのため、減少していく給水人口、有収水量及び配水量を見据えて事業を運営してい

くことが求められています。 

 

図4 給水人口と配水量の推移 
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① 今後、人口減少に伴い有収水量及び配水量の減少が予測されます。 

給水人口・配水量の主な課題 



第3章 将来の事業環境と課題 

－ 8 － 

(2)災害への対応 

近年、東日本大震災や能登半島地震など、大規模な地震災害が相次いで発生していま

す。 

水道事業は地震などの災害時においても必要不可欠なライフラインのひとつであり、 

災害時において給水を続けることができる水道施設の整備がこれまでも求められてき

ました。 

しかし、近年の災害では長期間の電源供給の停止など被災地において想定を超えた

被害が現実的に発生しており、本町水道事業にもこれまで以上に災害に対応できる水

道システムを整備することが求められています。 

 

(3)気象の変動 

近年、日本各地において局地的な豪雨や長期間の少雨など、極端な気象の変動が見

られます。利根川水系では平成 27 年 9 月に関東・東北豪雨が発生して、鬼怒川が氾

濫し、茨城県常総市において浄水場が浸水したことから断水などの甚大な被害が発生

しました。また、平成 28 年には冬場の少雪と梅雨時期の少雨により 79 日間の取水

制限が発生しました。 

水道事業には、このような極端な気象状態においても安定的に給水を継続すること

が求められています。 

 

(4)環境への配慮 

本町は、健全な水循環の中で表流水を利用して給水を行っています。また、水道事

業には、ポンプなどの設備の運転に電力を使用するなど、電力エネルギーの使用によ

る環境への負荷を与えている側面もあります。 

水道事業には、健全な水循環を維持するために、再生可能エネルギーの導入などの

環境負荷低減に向けた取り組みが求められています。 
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２-３-２ 水道事業が抱えている内部課題 

(1)施設 

本町は、表流水 4 箇所を水源とし、13 の浄・配水施設から配水を行っており、その

配水能力は合わせて 19,470 ㎥/日を有しています。 

浄・配水施設は、法定耐用年数を超過している施設もあり、実際の経年化度合いを確

認しながら更新・修繕等の老朽化対策を行っていく必要があります。また、既に耐震性

が確保されている施設もありますが、古い施設など、耐震性に関する基準（水道施設耐

震工法指針）に適合していない施設もあり、地震災害への対策が必要となります。 

 

 

表 5 施設概要（令和 5 年度）  

水 源  表 流 水 、 受 水  

施 設 数  

浄 水 施 設 数  4 施 設  

・ 折 原 浄 水 場  

・ 象 ケ 鼻 浄 水 場  

・ 金 尾 浄 水 場  

・ 風 布 浄 水 場  

管 路 延 長  231.72 ㎞  

配 水 池 設 置 数  9 池  

・ 折 原 配 水 池  

・ 常 木 配 水 池  

・ 鉢 形 配 水 池  

・ 金 尾 配 水 池  

・ 小 林 配 水 池  

・ 風 布 配 水 池  

・ 扇 沢 配 水 池  

・ 釜 伏 配 水 池  

・ 中 間 平 配 水 池  

受 配 水 施 設  ２施 設  

・ 寄 居 配 水 場  

・ 男 衾 配 水 場  

施 設 能 力  19,470 ㎥ /日  施 設 利 用 率  64.7％  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  耐震性の確保されていない施設などの耐震診断が必要です。 

②  機械、電気設備など老朽化による能力・機能低下の可能性があります。 

③  寄居配水場の耐震化が必要です。 

施設の主な課題 
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(2)水源 

本町の水道水は自己水源として荒川と釜伏川（風布川）を水源とする表流水と利根

川を水源とする埼玉県営水道行田浄水場からの受水（県水）に分類されます。 

本町における自己水源と受水の割合は、例年おおむね『自己水源３割、受水７割』

程度で推移しています。なお、令和５年度は荒川水系のダム工事に伴う水質汚濁によ

り取水を制限したため、『自己水源２割、受水８割』の割合となっています。下記の

グラフは例年通りの取水割合である令和４年度を掲載しています。 

 

図 5 取水実績割合（R4 年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)管路施設 

水道事業の管路総延長は、令和 5 年度で 231.72 ㎞となっています。耐衝撃性硬質

塩化ビニル管が全体の 6 割以上を占め、そのほかは耐久性の高いダクタイル鋳鉄管や

水道配水用ポリエチレン管が使用されています。また、石綿セメント管や老朽化した管

路の使用も見られることから、早急な対応が必要となっています。今後は、これらの老

朽化管路や重要な管路に対しての耐震化や更新を計画的に行っていきます。 

表流水

28.4%

受水

71.6%

① 表流水を水源としており、不測の事故などによる水源水質の汚染や災害時・渇

水時の大規模な取水障害により取水が停止する可能性があります。 

② 取水実績のうち、受水割合が約 7 割を占めており、給水原価の削減や災害時

等における対応力強化のためにも、自己水源の割合を上昇させる必要がありま

す。 

水源の主な課題 



第３章 将来の事業環境と課題 
 

－ 11 －  

管路においても浄・配水施設と同様に法定耐用年数が設定されており、法定耐用年

数で更新した場合、過去に整備した管路が集中して更新時期を迎えることから、今後

更なる更新需要の増大が見込まれます。 

管路の更新に要する投資総額は、浄・配水施設及び設備に比べ規模が多く、更新需

要の増大は将来の事業経営に大きく影響します。そのため、管路更新による事業経営

への負荷の集中を避けるべく、更新事業を計画的に取り組んでいく必要があります。 

管路更新にあたっては、管種や重要度を考慮した上で更新周期を定め、優先度の高

いものから取り組むとともに、事業費を平準化することが必須であり、長期的な視点

からアセットマネジメントを実践していくことが求められています。 

また、古い管路は耐震性が低いものが多く、管路更新に併せた耐震管への取り替え、 

災害時の影響度に応じた優先順位づけなど、耐震性の向上を考慮した対応も必要とな

っています。 

 

図6 年度別管路延長（年度不明管は除く）  
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① 老朽管（石綿セメント管を含む）の更新が必要です。 

② 危険箇所（鉄道、国道横断部）などの老朽管の更新が必要です。 

管路の主な課題 
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２-３-３ 水道施設の耐震化 

浄水施設耐震化率は令和 4 年度末時点で 41.1％となっています。 

配水池は、令和 4 年度末の耐震化率で 28.0％となっています。 

管路は、令和 4 度末の耐震管率は、90.7％となっています。また、管路のうち、基

幹管路の耐震適合率（水道配水用ポリエチレン管を含む）は、令和 4 年度末で 68.4％

となっています。 

 

 

図7 浄水施設の耐震化率 

 

                          出 典 ：水 道 統 計  

 

図 8 配水池の耐震化率 

 

                          出 典 ：水 道 統 計  
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図 9 管路の耐震管率（水道配水用ポリエチレン管を含む） 

 

                          出 典 ：水 道 統 計  

 

図 10 基幹管路の耐震適合率（水道配水用ポリエチレン管を含む） 

 

            出 典 ： 水 道 統計 、 厚 生 労 働 省 「 水 道 事業 に お け る 耐 震 化 の 状 況」  
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① 大規模地震に対する耐震性能を有していない施設の耐震化が必要です。 

② 基幹施設（取水・浄水・配水施設）の耐震化を計画的に進める必要があります。 

③ 基幹管路（導・送・配水重要管路）の耐震適合率は全国平均等と比べて高い傾

向にあるものの、より一層耐震化を進めていく必要があります。 

④ 災害時給水拠点・重要施設向け管路の耐震化が必要です。 

水道施設の耐震化の主な課題 



第3章 将来の事業環境と課題 

－ 14 － 

 

２-３-４ 危機管理 

(1)応急給水対策  

災害時においては、人が生命を維持するのに必要な最低水量として「地震発生～３

日まで一人一日３リットル」の飲料水が必要と「厚生労働省健康局水道課：水道の耐

震化計画等策定指針」に示されています。 

水道事業は、災害時における飲料水を確保するため、浄・配水施設への非常用発電

機は設置済なので機能拡充を計画するとともに、応急給水拠点の整備を検討していき

ます。 

 

(2)危機管理体制  

水道事業は、不測の事態に対応するために危機管理のためのマニュアルを策定して

おり、組織体制と実施業務を定め非常時における応急給水や復旧に努めることとして

います。 

また、災害・事故などの非常時における対応を円滑に行うため、有事の際に適切な

対応が迅速に行えるように災害に対する教育・訓練を実施しています。 

 

表 6 危機管理のための主なマニュアル 

マ ニ ュ ア ル 名 称  

寄 居 町 地 域 防 災計 画 （ 令 和 6 年 3 月 ）  

寄 居 町 新 型 イ ンフ ル エ ン ザ 等 対 策 行 動 計画 （ 令 和 2 年 2 月 ）  

寄 居 町 業 務 継 続計 画 （ BCP）（ 令 和 7 年 ３ 月 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 応急給水体制の早急な整備を図るとともに、応急給水拠点の認知度向上のため

の取り組みを進める必要があります。 

② 危機管理に対する取り組みについて周知を図るとともに、不測の事態に対応す

るため、各種マニュアルに基づく訓練を継続する必要があります。 

危機管理の主な課題 
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２-３-５ 経営状況 

(1)水道料金 

水道料金は、事業を運営するために必要な費用（原価）に基づいて定められます。

そのため、浄水処理に係る費用や水道施設の建設・更新・耐震化などの工事に係る費

用によって、水道料金は大きく異なります。 

県内の類似団体と 1 ケ月家庭用 20 ㎥あたりの水道料金を比較すると「図 11 1 ケ月

月家庭用 20 ㎥あたりの水道料金（税込）」のとおりとなっています。 

 

図 11  1 ケ月家庭用 20 ㎥あたりの水道料金（税込） 

 

出 典 ： 各 町 ホ ーム ペ ー ジ （ 令 和 7 年 4 月 1 日 現 在 ）  

 

本町の水道料金は、口径ごとの基本料金及び水量料金からなっています。基本料金

は水量に関わらず、使用料金は使用水量に応じて算出される料金です。 

なお、料金は寄居町水道事業給水条例で定めるとおり、2 ケ月税抜きの表記となっ

ています。 

また、請求も検針・料金徴収コストを抑えるために 2 ケ月毎に行っています。 

水道料金については、前回策定の水道事業経営戦略において料金改定の検討を行

い、策定後の令和 5 年度から令和 6 年度にかけて寄居町水道委員会の協議等で改め

て料金改定の可否や改定率の検討を行いました。その後議会等を経て令和 7 年 4 月

1 日に水道料金を平均 22％引き上げる料金体系の見直しを行いました。 

令和 7 年 4 月改定後料金体系は以下のとおりです。 
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表 7 水道料金（2 ケ月につき・税抜） 

料 金  

口 径  
基 本 料 金  

水 量 料 金 （ １㎥に つ き ）  

一 般 用  料 金  臨 時 用  

13 ㎜  2,560 円  

10 ㎥ま で  

10 ㎥を 超 え 20 ㎥ま で  

20 ㎥を 超 え 30 ㎥ま で  

30 ㎥を 超 え 50 ㎥ま で  

50 ㎥を 超 え 100 ㎥ま で  

100 ㎥を 超 え 500 ㎥ま で  

500 ㎥を 超 え る も の  

 5 円  

10 円  

185 円  

195 円  

210 円  

230 円  

245 円  

245 円  

20 ㎜  8,200 円  10 ㎥ま で  

10 ㎥を 超 え 100 ㎥ま で  

100 ㎥を 超 え 500 ㎥ま で  

500 ㎥を 超 え る も の  

210 円  

220 円  

230 円  

245 円  

25 ㎜  14,670 円  

30 ㎜  23,220 円  

40 ㎜  

44,400 円  
50 ㎜  

75 ㎜  

85,380 円  
100 ㎜  

150 ㎜  

164,210 円  
200 ㎜  

出 典 ： 寄 居 町 水道 事 業 給 水 条 例  

 

(2)経営状況の推移 

平成 26 年度と比較して令和 5 年度は給水収益が 35,631 千円減少しています。 

これは、人口減少、ライフスタイルの変化や節水型機器の普及などにより家庭用の有

収水量が年々減少傾向となっていることなどの影響によるものです。 

今後、人口減少社会を迎えて有収水量が減り、収入が減少する一方、施設は老朽化

し、更新・維持していくための費用が増えることが見込まれます。 

なお、令和 7 年 4 月より水道料金を改定したことから、令和７年度実績においては

料金収入が上昇すると見込まれます。 

 

① 料金収入の状況 

水需要の減少に伴い料金収入は概ね減少傾向にあります。 

 

表 8 給水収益の状況 

 H26 年 度  R5 年 度  増 減 額  増 減 率  

料 金 収 入  795,305 千 円  759,674 千 円  △35,631 千 円  △4.5% 
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図 12 料金収入の推移  

 

出 典 ： 決 算 統 計  

 

② 経常損益の状況 

経常損益は平成 26 年度以降において経常利益（黒字）で推移しているものの、

平成 28 年度をピークに減少傾向にあります。 

 

表 9 経常損益の状況 

 H26 年 度  R5 年 度  増 減 額  増 減 率  

経 常 収 益  981,633 千 円  875,996 千 円  △105,637 千 円  △10.8% 

経 常 費 用  859,563 千 円  833,575 千 円  △25,988 千 円  △3.0% 

経 常 損 益  122,070 千 円  42,421 千円  △79,649 千 円  △65.2% 

 

図 13 経常損益の推移  

 

出 典 ： 決 算 統 計  
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③ 料金回収率の状況 

料金回収率は、水道水 1 ㎥を給水するのに必要なコストを水道料金で賄えているか

示す指標です。 

この 10 年間の料金回収率は、 平成 26 年度及び令和 2 年度が健全性の目安である

100％を下回っている状況です。令和３年度以降は 100％を上回っているものの、費

用（給水原価）が収入（給水単価）に近づいており厳しい状況にあると考えられます。 

 

表 10 供給単価・給水原価、料金回収率の状況 

 H26 年 度  R5 年 度  増 減 額  増 減 率  

供 給 単 価  174.93 円  176.35 円  1.42 円  ＋0.8% 

給 水 原 価  190.18 円  174.01 円  △16.12 円  △8.5% 

料 金 回 収 率  92.0％  101.3％  －  ＋9.3％  

 

 

図 14 料金回収率の推移  

 

出 典 ： 決 算 統 計  
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④ 企業債残高及び支払利息の推移 

企業債残高は、平成 26 年度から令和４年度においては企業債の発行を行っていな

いことから毎年度減少しています。令和５年度は管路の布設・更新や浄水設備改良等

により発生した多額の建設改良費に対応するため企業債を発行したことから、企業債

残高が増加しています。 

建設改良費の多くを企業債の発行により賄うことは、その償還に際して、将来世代

に過重な負担を求めることになります。 

このため、企業債の発行にあたっては、世代間負担の公平化を図ることや、経営健

全化の観点から企業債償還に係る利子負担を抑制するために、企業債残高が適正な水

準となるように努めなければなりません。 

企業債残高及び支払利息は、平成 26 年 度と 令和 5 年度を比較して、企業債残高は

366,231 千円減少、 企業債利息は 10,522 千円減少しています。 

企業債残高及び支払利息は 10 年間で比較して減少していますが、令和６年度以降

も多額の建設改良費が発生することが見込まれることから、企業債残高の急激な増大

とならないよう計画的に企業債を発行していきます。 

 

図 15 企業債残高及び支払利息の推移  

 

出 典 ： 決 算 統 計  
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⑤ 現金預金の推移 

事業活動に必要な現金預金は、平成 26 年度から平成 28 年度にかけて増加しました

が、平成 29 年度以降は建設改良費の増加などの影響もあり、減少傾向にあります。令

和５年度は企業債の発行等により現金預金残高が上昇しています。今後、人口減少等に

よる収入減が予想されるなど、ますます経営環境は厳しさを増していきます。将来的な

更新需要に対応するためには、計画的な現金預金の確保が必要となってきます。 

 

図 16 現金預金の推移  

 

出 典 ： 決 算 統 計  
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①  給水人口の減少が進み、今後は有収水量が減少することが見込まれることか

ら、給水収益も同様に減少傾向になると予測されます。 

②  給水収益が減少することによって、水道事業の経営は厳しくなっていくと予

測されます。健全な水道事業の経営を持続するためには、費用削減と経営の

効率化を図ることが求められます。 

③ 浄水場、配水池、管路などの水道施設が老朽化し、更新時期を迎えています。

加えて、水道施設の耐震化などにより、事業費は増加していく状況です。 

④ 水道施設の老朽化更新は、維持管理の徹底及び部品の交換などにより、使用

期間を延ばし、更新事業費の低減を図っていく必要があります。 

⑤ 今後、水道施設の老朽化に伴う更新需要が見込まれるため、安定的で健全な

経営を継続するための財源の確保について検討する必要があります。 

⑥  アセットマネジメントを踏まえた適切な事業計画を立て、経営の安定に向け

水道料金の見直し、料金体系の変更などを検討することが必要です。 

経営状況の主な課題 
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２-３-６ 組織体制と維持管理 

(1)組織体制  

水道事業は、上下水道課において、上水道工務班と業務班の 2 グループ体制で業務

を行っています。業務の一部は民間委託を有効に活用し、効率化を図っています。 

上下水道課の組織体制図は以下の通りです。 

 

図 17 組織図 

 

 

(2)職員数  

職員数は、令和 4 年度現在、技術職 0 名、事務職 12 名の計 12 名の職員が水道事

業職員として在籍しています。職員数は県内の類似団体平均と比較すると多く、職員の

平均年齢は 45 歳、平均勤続年数は 7 年となっています。 

本町の職員㇐人当たり給水人口や職員㇐人当たり給水収益は県内類似事業体と比較

すると低い状態となっています。 

㇐方で、本町の技術職員数は 0 名と類似事業体と比べて少なく、今後、㇐定数の技

術職員を確保しなければ、増加する更新需要に対応することは難しくなると考えられ

ます。加えて、水道施設の更新には、業務に関する知識はもとより、十分な現場経験や

高度な技術が必要となりますが、人事異動サイクル等により、水道部門での長い経験と

知識を持った技術職員の確保が困難な状況にあります。こうした水道事業従事者を取

り巻く環境が厳しい中で、今後の施設更新を円滑に進めていくためには、事業量に見合

った技術職員数について検討を行うとともに、技術職員や技術力の確保を、どのように

行っていくかについても検討を進めることが重要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

　

　給水、配水、水道施設、水質に関すること

　公共下水道、農業集落排水に関すること

　水道料金、下水道使用料、開閉栓、庶務に関すること

上下水道課 上水道工務班

下水道工務班

業務班
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図 18 職員数の推移  

 

 

 

 

表 11 有資格者及び平均経験年数 

事 業 体 名  
職 員 数  

（ 人 ）  

水 道 技 術  

管 理 者  

（ 人 ）  

布 設 工 事  

監 督 者  

（ 人 ）  

平 均 年 齢  

（ 歳 ）  

平 均 経 験  

年 数  

（ 年 ）  

寄 居 町  12 2 2 45 7 

伊 奈 町  7 1 2 49 9 

三 芳 町  8 1 1 50 6 

毛 呂 山 町  9 4 2 44 6 

小 川 町  12 2 1 43 5 

上 里 町  7 1 1 38 3 

宮 代 町  5 2 2 44 9 

杉 戸 町  9 6 4 49 10 

出 典 ：R4 年 度 水 道 統 計  

 

表 12 寄居町と埼玉県内類似事業体平均の指標値の比較 

 寄居町  類似事業体  

水道事業職員数（人 ）  12 9 

職員一人当たりの給 水 人口（人/人） 2,606 4,415 

職員㇐人当 たりの給水収益（千円/人）  61,554 75,588 

技術職員数（人）  0 3 

建設改良費（千円）  453,707 364,800 

出 典 ：R4 年 度 水 道 統 計  
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(3)業務の委託状況  

業務の効率化と経営の健全化を図るため、業務については民間委託を行っており、

民間活力を最大限に活用しています。また、職員は委託会社に対して監督・指導を行

っており、水道事業体の技術力の根幹を担っています。 

現在は定型的な業務（メーター検針業務・開閉栓業務、毎日の水質検査業務、料金

収納業務）、専門的な知識や技術を要する業務（設計、水質検査、電気、機械等の保

守点検業務）、交代職員を要する業務（浄水場の運転監視・緊急時対応）、その他付属

的な業務（清掃等）を外部委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 職員の技術継承が課題となる中、職員配置においては人事異動があるため、

専門性を有する技術者の育成・確保が課題となっており、多様化・高度化す

る水道の諸課題に的確に対応していくためには、水道施設の運営に関する専

門的な知識や経験を有する職員を計画的に育成し、確保していくことが重要

となっています。 

② 長期的な給水人口の減少に伴う給水収益の減少が予想されるため、コスト削

減や民間委託の活用など、より一層経営の効率化について検討する必要があ

ります。 

組織体制の主な課題 
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２-３-７ 指標による評価 

ここでは経営指標の傾向や類似団体との比較を基に各指標を評価し、本町水道事業

の置かれている現状の分析を行っていきます。 

各種指標値の出典は、（1）～（10）までは、総務省の「経営比較分析表」より。

（11）～（14）は厚生労働省の「水道事業における耐震化の状況」より引用。 

なお、各経営指標の望ましい方向については、次のとおりです。 

 

⇧：増加が望ましい指標 

⇩：減少が望ましい指標 

 

 

(1) 経常収支 比率  望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  105.1% 110.0% 105.1% 

類似団体平均  109.3% 108.0% 107.5% 

指標の説明 
給 水 収 益 な ど の 経 常 的 な 収 入 で 経 常 的 な 費 用 を ど の 程 度 賄 え て い る
かを表す指標。高い 方 が良い。  

算定式  
経常 収 益

経常 費 用
×100 

コメント  

類似団体平均とほぼ 同 等の水準を 維持して います。  
今後、給 水人口 の減少などによる 給水収益 の 減少や、経年化 資産の 更
新 な ど に よ る 減 価 償 却 費 の 増 加 な ど が あ っ た 場 合 に は 、 指 標 値 が 減
少することが考えら れ ます。 
指標の改善には給水 収 益の増加や 費用の削 減が求められ ます。  

 

(2) 料金回収 率 望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  101.3% 104.0% 101.4% 

類似団体平均  98.3% 93.8% 95.0% 

指標の説明 
1 ㎥あたりの給水 に係 る費用（給 水原価） を 1 ㎥あたりの給水 収益
（供給単価）でどの 程 度賄えてい るかを表 す指標。高い 方が良い 。  

算定式  
供給 単 価

給水 原 価
×100 

コメント  

類似団体平均に比し て 高い水準を 維持して います。  
今後、給 水人口 の減少などによる 給水収益 の 減少や、経年化 資産の 更
新 な ど に よ る 減 価 償 却 費 の 増 加 な ど が あ っ た 場 合 に は 、 指 標 値 が 減
少することが考えら れ ます。 
指 標 の 改 善 に は 費 用 の 削 減 に よ る 給 水 原 価 の 減 少 の ほ か 、 料 金 水 準
の見直しによる給水 収 益の増加な どの方法 が挙げられま す。 
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(3) 給水原価  望ましい方向：⇩  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度 令和 5 年度  

本町  172.2 円 165.0 円 174.0 円 

類似団体平均  173.7 円 178.9 円 180.2 円 

指標の説明 

有収水量 1 ㎥あたりの 経常費用（ 受託工事 費 などを除く ）の割合を
示すもので、水道 事業 でどれだけ の費用が か かっている かを表す。値
は低い方が事業者、利 用者双方にとって望 ま しいが、低い理 由が、本
来必要な建設改良事 業 、修繕を 十分に行 って いない場合 は、適正と は
言えない。 

算定式  
経 常 費 用 － (受 託 工 事 費 ＋ 材 料 及 び 不 用 品 売 却 原 価 ＋ 付 帯 事 業 費 )－ 長 期 前 受 金 戻 入

有 収 水 量
  

コメント  

類似団体平均と比し て 同等から低 い（良い）水準を維持 していま す。 
今 後 、 経 年 化 資 産 の 更 新 など に よ る 減 価 償 却 費 の 増 加 な ど が あ っ た
場合には、指標値が 減 少すること が考えら れます。  
指標の改善には費用 の 削減が求め られます 。 

 

(4) 流動比率  望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  419.8% 277.7% 229.7% 

類似団体平均  338.0% 345.9% 329.7% 

指標の説明 
短期的な債務への支 払 能力を表す 指標。流動 資産（1 年以内 に現金 化
することのできる資 産 ）と流動負債（1 年以内 に支払うべ き債務）の
比率。高い方が良く 、 200 以上が好ま しい。  

算定式  
流動 資 産

流動 負 債
×100 

コメント  

令 和 ３ 年 度 は 類 似 団 体 平 均 よ り も 高 い 値 だ っ た も の の 、 令 和 ４ 年 度
から大きく減少し類 似 団体平均未 満となっ ています。  
こ の 指 標 は 200 以 上 で あ る こ と が 望 ま れま す。 な お 、 こ の 指 標 が
100 を 下 回 っ た 場 合 に は 経 営 状 態 が 著 し く 悪 化 し て い る と 言 え ま
す。  

 

(5) 企業債残 高対給水収益比率  望ましい方向：⇩  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  52.9% 47.7% 57.0% 

類似団体平均  379.9% 386.6% 381.6% 

指標の説明 
企業債残高の規模を 表 す指標。水道料 金によ る収入（給水収 益）に対
する企業債残高の割 合 。低い方が 良い。  

算定式  
企業 債 現 在 高

給水 収 益
×100 

コメント  

類似団体平均に比し て 低い（良い ）水準を 維持していま す。 
なお、給 水収益 が減少した場合に 、企 業債残 高が一定であった場 合 に
は 本 指 標 は 悪 化 す る こ と か ら 、 今 後 も 企 業 債 残 高 の 削 減 が 求 め ら れ
ます。  
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(6) 施設利用 率 望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  63.3% 64.7% 64.7% 

類似団体平均  60.3% 59.5% 59.2% 

指標の説明 
施 設 の 利 用 状 況 や 適 正 な 規 模 を 判 断 す る 指 標 。 施 設 の 一 日 の 配 水 能
力に対する一日平均 配 水量の割合 。高い方 が良い。  

算定式  
一日 平 均 配 水 量

一 日 配 水 能 力
×100 

コメント  

指標値は類似団体平 均 よりも高い 水準です 。 
本指標は高いほうが 良 いものの、100 に近す ぎる場合に は緊急時 な
ど に 対 応 す る た め の 余 裕 が な く な る た め 、 給 水 状 況 な ど を 分 析 し な
がら配水能力の適正 化 が求められ ます。  

 

(7) 有収率  望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  93.7% 93.7% 93.4% 

類似団体平均  84.2% 83.9% 83.8% 

指標の説明 
施設の効率性を表す 指 標。施設が供給 した水 量（総配水量）の うち料
金収入などの対象と な った水量（有収 水量）の割合。高い方 が良い。 

算定式  
年間 総 有 収 水 量

年 間 総 配 水 量
×100 

コメント  
類似団体平均に比し て 高い水準を 維持して います。  
有収率は漏水の多寡 が 大きく影響 するため 、漏水量の低 下に努め 、有
収率を増加させてい く 必要があり ます。  

 

(8) 有形固定 資産減価償却率（減 価償却累 計 率）  望ましい方向：⇩  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  54.7% 54.9% 55.3% 

類似団体平均  45.0% 50.8% 51.8% 

指標の説明 

有形固定資産（施設・設 備）の減価償却がどの 程度進んで いるかを 表
す 指 標 。100％ に 近い ほ ど 保 有 資 産 が 耐 用 年 数 に近 づ い て い る こ と
を示す。(9)管路経 年化 率や(10)管路更新率 と 併せて活用 すること が
望ましい。 

算定式  
有 形 固 定資 産 減 価 償 却 累 計 額

有形 固 定 資 産 のう ち 償 却 対 象 資 産 の 帳 簿 原 価
×100 

コメント  

類 似 団 体 平 均 に 比 し て 高 く 、 減 価 償 却 の 進 行 に よ り 年 々 指 標 は 高 く
なっています。  
なお、今 後施設 の長寿命化を行っ ていく場 合 には、更 新基準 に従っ た
適 正 な 更 新 を 行 っ た と し て も 本 指 標 が 増 加 し て い く 場 合 が あ り ま
す。  



第３章 将来の事業環境と課題 
 

－ 27 －  

 

(9) 管路経年 化率  望ましい方向：⇩  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  24.5% 23.4% 22.0% 

類似団体平均  19.3% 21.2% 22.7% 

指標の説明 
法 定 耐 用 年 数 を 超 え た 管 路 延 長 の 割 合 を 表 す 指 標 。 高 い ほ ど 老 朽 化
が進んでいると考え ら れる。 

算定式  
法定 耐 用 年 数 を経 過 し た 管 路 延 長

管 路延 長
×100 

コメント  

令 和 ３ 年 度 に は 類 似 団 体 平 均 よ り も 高 い 水 準 だ っ た も の の 、 管 路 更
新等を計画的に行っ た ことから、 令和 5 年度 には類似団 体平均程 度
に改善しています。  
なお、今 後管路 の長寿命化を行っ ていく場 合 には、更 新基準 に従っ た
適 正 な 更 新 を 行 っ た と し て も 本 指 標 が 増 加 し て い く 場 合 が あ り ま
す。  

 

(10) 管路更新率  望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

本町  1.3% 0.7% 0.5% 

類似団体平均  0.5% 0.5% 0.5% 

指標の説明 
当該年度に更新（入れ 替え）を行った管路延 長の割合を 表す指標。管
路の更新のペースの 状 況を把握で きる。  

算定式  
当該 年 度 に 更 新し た 管 路 延 長

管 路 延長
×100 

コメント  
令和５年度は類似団 体 平均と同等 程度の指 標値となって います。  
管 路 の 更 新 を 行 う こ と に よ り 有 収 率 が 向 上 す る こ と も 期 待 さ れ る た
め、今後も計画的に 管 路の更新を 進めてい くことが必要 です。  

 

(11) 管路の耐震管率 （ 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 を 含 む ）  望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  

本町  90.0% 90.4% 90.7% 

全国平均  14.8% 15.3% 16.1% 

指標の説明 地震災害に対する水 道 管路網の信 頼性・安 全性を表す。  

算定式  
耐震 管 延 長

管路 総 延 長
×100  

コメント  
管路の耐震管率は 90.7％となって おり、全国 平均に比し て高い水 準
を維持しています。  
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(12) 基幹管路の耐震 適合率（ 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管 を 含 む ） 望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  

本町  66.0% 66.9% 68.4% 

全国平均  40.7% 41.2% 42.3% 

指標の説明 地震災害に 対する水 道 管路網の信 頼性・安 全 性を表す。  

算定式  
耐震 管 延 長

管路 総 延 長
×100  

コメント  
基幹管路の耐震適合 率 は 68.4％となって おり 、全国平均に 比して高
い水準を維持してい ま す。  

 

 

(13) 浄水施設の耐震 化率  望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  

本町  41.1% 41.1% 41.1% 

全国平均  38.0% 39.2% 43.4% 

指標の説明 
全 浄 水 施 設 能 力 に 対 す る 耐 震 対 策 が 施 さ れ て い る 浄 水 施 設 能 力 の 割
合を示すもので 、地震災害に対す る浄水処 理 機能の信頼 性・安全性 を
表す。  

算定式  
耐震 対 策 の 施 され た 浄 水 施 設 能 力

全浄 水施 設 能 力
×100 

コメント  
耐震化率は令和 5 年度 末時点で 41.1％となっ ています。  
全国平均に比して同 程 度の水準と なってい ま す。  

 

(14) 配水池の耐震化 率 望ましい方向：⇧  

実

績 

年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  

本町  29.0% 29.0% 28.0% 

全国平均  60.8% 62.3% 63.5% 

指標の説明 
全 配 水 池 容 量 に 対 す る 耐 震 対 策 が 施 さ れ た 配 水 池 の 容 量 の 割 合 を 示
すもので、地震災害 に 対する配水 池の信頼 性・安全性を 表す。  

算定式  
耐震 対 策 の 施 され た 配 水 池 有 効 容 量

配水 池等 有 効 容 量
×100 

コメント  
配 水 池 の 耐 震 化 率 は 全 国 平 均 と 比 し て 低 い 水 準 と な っ て お り 、 早 急
に耐震化を進めてい く 必要があり ます。  
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２-３-８ 前回の経営戦略予測値と実績の分析 

 令和３年度に作成した寄居町水道事業経営戦略において算定した予測値と実績の比較分

析を行った結果は次の通りです。 

 

将来推計値

（計画記載値）
32,240

決算値

（令和5年度末）
31,731 差異 -509

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
14,985

決算値

（令和5年度末）
12,596 差異 -2,389

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
18,778

決算値

（令和5年度末）
16,724 差異 -2,054

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
752,130

決算値

（令和5年度末）
759,674 差異 7,544

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
104.7

決算値

（令和5年度末）
105.1 差異 0.4

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
185.9

決算値

（令和5年度末）
229.7 差異 43.9

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
105.0

決算値

（令和5年度末）
57.0 差異 -48.0

【コメント】

工場に係る水量（急な水需要増大に備えて水量を多めに見積もった施設整備計画値）が想定

よりも低かったことから、当該指標値は予測を下回りました。

料金収入（税抜：千円）

 給水人口：人(施設整備計画)

想定しているよりも人口減少ペースが大きいことから、当該指標値は予測を下回りました。

 1日平均配水量：㎥(施設整備計画)

工場に係る水量（急な水需要増大に備えて水量を多めに見積もった施設整備計画値）が想定

よりも低かったことから、当該指標値は予測を下回りました。

 一日最大配水量：㎥(施設整備計画)

工場に係る水量（水量を少なめに見積もった料金収入予測値）が想定よりも多く、かつ基本

料金の減免を行わなかったことなどにより、当該指標値は予測を上回りました。なお、料金

収入の予測に使用した水需要予測は、施設整備計画値よりも低く算定（厳しい経営状況を想

定）しています。

経常収支比率(％）

推計値よりも給水収益が増加したことなどにより指標値が予測を上回りました。

流動比率（％）

建設改良などの事業費が計画よりも低調に推移していることから、原資である現預金が推計

よりも残っていることにより指標値は推計値を上回っています。

企業債残高対給水収益比率（％）

計画上借り入れる予定だった令和4年度の企業債の借入を行っていないことから推計よりも低

い水準となっています。ただし、今後も建設改良などの事業に伴い企業債の借入を行ってい

く予定のため、増加していくものと考えられます。
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将来推計値

（計画記載値）
99.4

決算値

（令和5年度末）
101.4 差異 1.9

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
176

決算値

（令和5年度末）
174 差異 -2

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
77.0

決算値

（令和5年度末）
64.7 差異 -12.3

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
92.2

決算値

（令和5年度末）
93.4 差異 1.2

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
51.7

決算値

（令和5年度末）
55.3 差異 3.6

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
21.5

決算値

（令和5年度末）
22.0 差異 0.5

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
1.0

決算値

（令和5年度末）
0.5 差異 -0.5

【コメント】

施設利用率（％）

料金回収率（％）

動力費や受水費等の経費の上昇により費用は増加しているものの、給水収益が推計よりも増

加しており、100％以上の水準を保っています。

給水原価（円）

推計よりも増加している費用も多い一方で、主に修繕費が推計ほど増加していないため、推

計よりも低い値となっています。

推計よりも平均配水量が減少していることや、計画配水量も簡易水道の統合等により増加し

ている（分母の増加）ことから、推計値と比べ低い水準となっています。

 有収率（％）（施設整備計画）

推計に比べ増加しています。有収水量・配水量ともに微増しているものの、漏水調査等の実

施により、不明水が減少傾向となっていることが要因と考えられます。しかしながら、前年

度よりも0.3ポイント減少していることから、引き続き有収率向上に努めます。

 有形固定資産減価償却率（％）

計画よりも施設更新が進んでいないことから、固定資産の減価償却が想定よりも進んでいま

す（施設の経年化が進んでいる）。今後はより計画的な施設更新等を実施していく必要があ

ります。

管路経年化率（年度不明管含む）（％）

管路更新が計画よりも低く推移していることから、管路経年化率が目標よりも高い（経年化

が進んでいる）数値となっています。

管路更新率（％）

計画よりも低い水準となっています。今後はより計画的な管路更新を実施していく必要があ

ります。



第３章 将来の事業環境と課題 
 

－ 31 －  

  

将来推計値

（計画記載値）
400,000

決算値

（令和5年度末）
525,468 差異 125,468

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
 黒字(100％以上)

決算値

（令和5年度末）
105.1 差異 黒字を維持

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
41.1

決算値

（令和5年度末）
41.1 差異 0.0

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
77.0

決算値

（令和5年度末）
29.0 差異 -48.0

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
94.1

決算値

（令和5年度末）
90.9 差異 -3.2

【コメント】

将来推計値

（計画記載値）
74.0

決算値

（令和5年度末）
66.4 差異 -7.6

【コメント】

 純利益（円）(経常収支比率：%)

 内部留保資金(千円)

目標値よりも高い（良い）水準となっています。しかし、令和5年度では資本的収支不足額に

対し積立金を5千万円近く取り崩しており余裕のない状態です。今後も資本的収入の企業債を

始め国庫補助金等の財源を活用し、内部留保資金の貯蓄を行っていく必要があります。

目標値は達成していないものの、前年度(90.7％)と比較し0.2ポイント上昇しています。

今後同様の上昇を続けた場合耐震化に遅れが出てしまうことから、計画的な管路更新を行う

必要があります。

 基幹管路の耐震適合率(%)

経営目標を達成していないものの、前年度(66.1%)と比較し、0.3ポイント増加しています。

今後同様の上昇を続けた場合耐震化に遅れが出てしまうことから、計画的な管路更新を行う

必要があります。

工場等の大口需要者の料金収入がコロナ禍前の水準に戻ったことなどにより、給水収益が増

加しており、当年度純利益も継続して黒字となっています。

 浄水施設耐震化率(％)

前年度と比較して数値は変動していないが、推計と同値となっています。

災害に備えるためにも、今後も施設整備計画に基づき、適宜更新及び耐震化を行っていく必

要があります。

 配水池耐震化率(％)

経営目標を達成しておらず、前年度と比較し、数値も変動していません。

施設整備計画に基づき、適宜更新及び耐震化を行っていく必要があります。

 管路の耐震管率(％)
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２-３-９ お客様サービス 

(1)広報・広聴 

本町では、お客様に水道に関する様々な情報をお知らせするため、広報紙、ホーム

ページ、X（旧 Twitter）などの SNS により情報提供を行っています。 

今後も、給水人口の減少や節水意識の高まり、節水機器の普及による水需要の減少

やそれに伴う収入の減少、一方で施設の老朽化等による更新需要の高まりなど、水道

事業を取り巻く状況を丁寧に説明することにより、水道事業の経営について、お客様

の理解が得られるよう、コミュニケーションを図る必要があります。 

今後は、水道事業に関するご理解がより一層深まるよう、経営戦略などに関する情

報発信を行っていく必要があります。 

 

(2)料金収納の状況 

水道料金の支払方法は、納付書と口座振替の 2 通りで対応しています。納付書の場

合は、金融機関などの窓口だけでなく、コンビニエンスストアやスマートフォン決済

サービスでもお支払いいただけます。 

また、料金の支払いがスムーズにできる口座振替を推進しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 認知度の高い情報媒体を活用し、効果的かつ積極的な広報・広聴活動を行う必

要があります。 

② お客様の利便性向上のため各種料金の支払方法、費用対効果をみながら検討す

る必要があります。 

お客様サービスの主な課題 
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３-１ 人口減少と水需要の動向 

本町の人口は、第６次寄居町総合振興計画（後期計画）における『人口ビジョン』で

は、減少傾向を示しており、今後も同様の傾向が続くものと推計されています。 

この予測を参考に、給水人口を予測した結果、10 年後の令和 17 年度末に 27,275

人、令和 56 年度末に 18,057 人にまで減少する見込みです。 

また、水需要の見通しについては人口減少の影響によりさらに減少し、一日平均配水

量が令和 17 年度末に 11,468 ㎥、令和 56 年度末に 8,499 ㎥となる見込みです。 

水需要の減少は、給水収益（水道料金収入）の減少に直接つながり、水道事業の経営

に大きく影響するとともに、水道施設の規模が過大になるなど効率性の低下が懸念され

ます。 

そのため、水道施設の更新の際には、水需要の減少に応じた施設の規模の適正化を図

るなど、効率的な施設整備を進める必要があります。 

 

図 19 給水人口・一日平均給水量・一日最大給水量の将来予測 
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３-２ 料金収入の見通し 

本町では、直近では令和７年に水道料金の改定を行っています。現行の水道料金（令

和 7 年改定後料金）を維持した場合、計画期間最終年度である令和 17 年度は 863,270

千円となります。その後は将来水量の推移と連動して減少傾向となり、令和 56 年度に

は 660,109 千円となり令和 7 年度に比べると 23.5％の減少となります。 

 

図 20 料金収入の将来予測 
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３-３ 水道施設の老朽化 

浄・配水施設 

水道施設には、安全でおいしい水道水を安定供給する機能が求められています。そ

の中でも浄・配水施設は、水道水を作り、送り出す基幹的な役割を担っています。 

ポンプ設備などの電気機械設備では、老朽化による故障や交換部品の製造中止な

ど、様々な問題が発生しています。 

浄・配水施設や設備には、それぞれに法定耐用年数が設定されており、この年数が

経過した時点で更新した場合、更新需要時期の偏りが大きくなると想定されます。 

設備については、法定耐用年数超過設備率は 59.3％となっており、機械及び電気

設備等の多くが、法定耐用年数を超過し、老朽化が進んでいる状態にあります。今後

も安定した施設運用を続けていくためには、これらの設備の更新や長寿命化が必要に

なります。そのため、今後は将来の給水人口や給水収益の動向を把握した上で、計画

的に更新を進めていくことが必要となります。 

また、浄・配水施設の更新については、今後の水需要の動向を踏まえ、長期的な視

点での統廃合やダウンサイジングなど、施設の適正化を検討する必要があります。  
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(1)構造物及び設備の将来見通し 

ここでは、更新事業を全く実施しなかった場合を想定し、概ね 50 年後の令和 57

年までに現有資産の健全度がどのように低下していくかを評価します。 
 

表 13 構造物及び設備の健全度の区分  

名   称  算   式  

健 全 資 産  経 過 年 数 が 法 定耐 用 年 数 以 内 の 資 産 額  

経 年 化 資 産  経 過 年 数 が 法 定耐 用 年 数 の 1.0～1.5 倍 の 資 産 額  

老 朽 化 資 産  経 過 年 数 が 法 定耐 用 年 数 の 1.5 倍 を 超 え た 資 産 額  

出 典 ： 厚 生 労 働省 「 水 道 事 業 に お け る アセ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト （ 資産 管 理 ） に 関 す る 手 引 き」  

 

令和 7 年度で、経年・老朽化資産は 45.3％ですが、20 年経過した時点で

79.2％、50 年経過すると 100.0％となります。そのため、計画的な更新を行う必要

があります。 

 

図 21 構造物及び設備の健全度の推移  
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(2)管路の将来見通し 

ここでは、更新事業を全く実施しなかった場合を想定し、概ね 50 年後の令和 57

年までに現有管路の健全度がどのように低下していくかを評価します。 
 

表 14 管路の健全度の区分 

名   称  算   式  

健 全 管 路  経 過 年 数 が 法 定耐 用 年 数 以 内 の 管 路 延 長  

経 年 化 管 路  経 過 年 数 が 法 定耐 用 年 数 の 1.0～1.5 倍 の 管 路 延 長  

老 朽 化 管 路  経 過 年 数 が 法 定耐 用 年 数 の 1.5 倍 を 超 え た 管 路 延 長  

出 典 ： 厚 生 労 働省 「 水 道 事 業 に お け る アセ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト （ 資産 管 理 ） に 関 す る 手 引 き」  
 

令和 7 年度で、23.1％が経年・老朽化管路となっており、20 年を経過すると経

年・老朽化管路が 70.7％、50 年経過すると 100.0％が経年・老朽化管路となりま

す。そのため、計画的な更新を行う必要があります。 
 

図22 管路の健全度の推移 
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３-４ 更新需要の見通し 

水道施設及び管路を法定耐用年数で更新した場合の需要額を試算すると、今後 50 年

間で約 707 億円、単年度平均で約 14.1 億円が必要となり、現在の経営状況から大き

な負担になると考えられます。 

前回の経営戦略での同条件による試算では、50 年間で約 554 億円と試算されてお

り、今回の試算では更新需要が約 1.3 倍に増加しています。これは、物価・人件費の

上昇等による費用の増大であり、仮に今後の更新投資額がこれまでと同程度に推移し

た場合には、施設・管路の更新ペースが鈍化するものと考えられます。 

このような状況の中、更新事業を着実に進めるためには、適正な維持管理による水

道施設の長寿命化や将来の水需要を見据えた効率的かつ効果的な投資を行うことによ

り更新費用の抑制及び平準化を図る必要があります。 

そのためには、アセットマネジメント手法を用いた中長期的な更新需要と財政収支

見通しを検討し、財源の裏付けのある計画的な投資を行っていく必要があります。 

 

図 23 浄・配水施設及び管路施設の更新需要の見通し  
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更新需要の平準化を含めた計画的な更新が必要

① 浄・配水施設は、水道水を作り送り出す基幹的な役割を担う重要な施設です。 

安定した水道水の供給を行うために、計画的な更新・長寿命化が必要となって

います。 

② 管路の老朽化が進んでおり、計画的な更新が必要となっています。 

③ 物価高騰等により、更新費用が増大しており計画的な更新が求められます。 

水道施設の老朽化の主な課題 



第３章 将来の事業環境と課題 
 

－ 39 －  

３-5 組織体制の見通し 

今後も水道施設更新（耐震化）など業務量の増加は避けられないことから、組織体

制を見直し、本計画においては職員個々の技術力向上や取り組みの効率化の検討等に

よりサービスを低下させずに事業の推進を図っていく必要があります。 
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４-１ 水道の理想像 

人口減少や生活様式などの変化により、水道料金収入の減少傾向が続く中で、老朽

化した施設の更新や耐震化に多大な費用が必要となるなど、昨今の水道事業を取り巻

く経営環境は厳しさを増しています。 

そのような環境の中でも、水道事業は、住民のライフラインとして、安全で安心な

良質な水道水を安定して供給する責務を負っています。 

「新水道ビジョン」（厚生労働省 2013（平成 25）年策定）では、水道事業の理想像

として「安全」「強靭」「持続」を掲げています。 

 

出典：厚生労働省「新水道ビジョン」 

  

給水人口や給水量が減少し

た状況においても、健全か

つ安定的な事業運営が可能

な水道

自然災害等による被災を最

小限にとどめ、被災した場

合であっても、迅速に復旧

できるしなやかな水道

全ての国民が、いつでもど

こでも、水をおいしく飲め

る水道

安全強靭

持続

〔安全な水道〕〔強靭な水道〕

〔水道サービスの持続〕

■時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水

が、必要な量、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、

持続的に受け取ることが可能な水道

水道の理想像

50年後、100年後を見据えた水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有

 第４章 経営の基本方針 
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４-２ 経営の基本理念・基本方針 

今後も安心安全な水を供給する使命のもと、前回の寄居町水道ビジョン（2015

（平成 27）年度策定）で掲げている基本理念「安全で安心な水を安定して供給する

水道」及び基本方針を継承します。 

 

 
 

 

 

 

 

  



第4章 経営の基本方針 

－ 42 － 

 

基本方針を達成するための実現方策は次の通りです。 
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４-３ 実現方策の推進 

１．安全 

 近年は、水道水の安全性や質に対する利用者の意識が高まっており、これまで以上

に安全で良質な水道水の供給が求められています。 

清浄な水道水を得るためには、水源の安全性を確保する必要があり、水源汚染事故

や降雨時における高濁度など、水質に影響を受ける場合に備えて、関係する行政機関

や近隣の水道事業者との連携を強化します。 

 また、水道水の安全性を知っていただくために、これからも給水栓等の水質の情報

を広報紙やホームページで公開します。 

 今後も、安全・安心な水道水を安定して住民に供給することに努めます。 

 

施策目標１．水源周辺の保全 

 本町は、荒川の表流水を主水源として浄水処理をしており、荒川を保全して良質な

原水を得ることは、水道水の安全・安心・安定した供給に不可欠です。原水が悪化す

ると浄水処理も高度化し、浄水コストを押し上げる要因になります。 

 今後も荒川の恵みを享受するために、国・県・流域関係者との連携を強化し、水源

の保全に努めます。 

 

 

 

  

実現方策 

◇ 水源の保全活動の実施 

荒川の水源保全の重要性を利用者に理解していただくために、県と連携を図

り啓発活動を行います。 

また、ダム水源地域については、水源が損なわれるような土地売買を食い止

めるため、ダム水源地域の市町による共有化を支援します。 

 

◇ 流域関係者との連携 

本町は、利根川・荒川水系を主な水源とする 43 の水道事業者で構成される

「利根川・荒川水系水道事業者連絡協議会」の会員であり、他の事業体と水質

の実態把握、汚濁の過程の究明等、水質保全全般について連絡調整を行ってい

ます。今後も連携を図り、水質異常の早期発見に努めます。 
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施策目標２．原水に適した浄水処理の実施 

 表流水は水質の変動が大きく、適正な浄水処理を行うには水質の特性を十分に把握

する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標３．給水栓水質の確保 

 本町では、「寄居町水質検査計画」を策定し、水道法に基づく定期検査のほか、河川

の状況に応じて随時、水質検査を実施します。 

 

 

 

  

実現方策  

◇ 原水の水質の把握 

定期的に水質検査を行うことによって、原水の水質変動を的確に把握するよう

努めます。 

また、季節の変動やカビ臭の原因となる藻の発生による水質の変動に対応でき

るよう、塩素注入量の管理や活性炭処理を適切に行います。 

実現方策  

◇ 水質検査の継続実施 

寄居町水質検査計画に基づく定期的な検査を実施します。 

また、必要に応じて随時の水質検査を行い、安全でおいしい水の確保に努め

ます。 

 

◇ 安全情報の公開  

利用者に安心して飲んでいただくために、検査の状況をお知らせするととも

に、水質検査の透明性を確保し、検査結果はこれまでどおりホームページ等で

公開します。 

 

◇ 浄・配水施設のセキュリティ対策の充実 

水道施設において、定期巡回及び侵入者検知センサーによるセキュリティ対

策を継続して実施し、人為災害の予防に努めます。   



第４章 経営の基本方針 
 

－ 45 －  

２．強靭 

 水道は、住民生活や産業・社会活動に欠かせないライフラインです。 

 大規模地震の発生に伴う施設の損傷により、やむを得ず断水する場合であっても、行

政機関、近隣水道事業者等の関係者と連携を図り、迅速かつ円滑に応急給水活動、応急

復旧活動が展開できるよう努めます。 

 また、基幹施設や主要管路の耐震化、経年管路・老朽化管路の布設替、配水施設間の

水融通機能の整備を行います。 

  

 

施策目標４．水道施設の耐震化の推進 

 大規模地震に備え、基幹施設・主要管路の耐震化を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  実現方策  

◇ 配水施設の耐震化 

耐震診断の結果、耐震化の必要があると診断されている施設について、計画

的に耐震化工事を進めます。 

 

◇ 管路の耐震化 

主要管路については、リスクベースメンテナンスの考え方を活用し、優先順

位を定め、効率的・計画的に管路の更新を進めます。 

 

◇ 中央監視施設の耐震化 

現在、水道施設の監視・遠隔操作をおこなっている中央監視装置は、象ケ鼻

浄水場に設置してあります。 

中央監視施設は、安定給水を続けるうえで欠かせない重要な施設であるた

め、機器の入れ替えと併せて 2028（令和 10）年度までに耐震化を進めま

す。  
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施策目標５．配水施設間の水融通機能の整備 

 本町は、象ケ鼻浄水場、折原浄水場、寄居配水場、男衾配水場の 4 つの上水道配水

ブロックと、金尾浄水場、風布浄水場の 2 つの旧簡易水道配水ブロックがあります。 

 これらの配水ブロックを管路で接続することにより、相互間の水運用が可能にな

り、緊急時の断水が回避されます。そのための管路整備を計画的に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実現方策 

◇ 配水施設間の水融通機能の整備 

前回水道ビジョンにおいて計画していた連絡管整備が完了したことから、緊急時

においてもより安定的な給水を行うための新たな連絡管整備の計画を進めます。 
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３．持続 

 水道事業の運営は、利用者の料金収入で賄われています。 

 水需要が減少するなか、従来の料金体系のままでは料金収入が減少し、水道事業が維

持できなくなることが懸念されるため、適正な料金体系の設定が必要となります。 

 また、水道施設を適切に維持するため、職員の技術力の強化を図ります。 

 

施策目標６．健全経営の維持 

持続可能な水道事業の運営には、収入の確保が必要です。そのためには、状況に応じ

た適正な料金体系の設定と、無駄のない水の供給を行うため、漏水対策を強化します。 

また、効率的かつ効果的に水道施設の維持管理や更新を行うとともに、中長期的な視

点に立った財政収支見通しを立てる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実現方策 

◇ 状況に応じた適正な料金体系 

安定した収入を確保するためには、基本料金は重要です。 

本町では、令和 7 年 4 月 1 日から、水道料金全体の値上げや、基本水量の

廃止、水量料金の細分化などの水道料金の改定を行いました。 

今後も状況に応じた適正な料金体系の検討・見直しを行います。 

 

◇ 有収率の向上 

計画的に漏水調査を実施して、料金収入に反映できるように努めます。 

 

◇ アセットマネジメントの運用 

水道施設のライフサイクルコスト低減や経費の平準化を図るとともに、中長

期の財政収支見通しを立てるため、アセットマネジメントの運用及び定期的な

見直しを行います。 
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施策目標７．人材育成と技術の継承 

水道の高度化・多様化する課題に対処するため、水道施設の運営に関する専門的な知

識や経験を有する技術者の育成と技術の継承を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標８．水道広域化の推進 

埼玉県水道ビジョンでは、県内市町村を１２ブロックに分けて、ブロック単位での広

域化の取り組みを推進しています。令和５年 3 月改定の埼玉県水道ビジョンでは、事

業統合に至った秩父地域ブロック以外においては、広域化の進展が見られない状況にあ

るとしており、今後は事業統合に限らない様々な取り組みに加え、多様な広域化を推進

しながら着実に水道の基盤強化を図る必要があるとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策目標９．お客様サービスの向上 

多様化する利用者ニーズに応えるため、納付窓口の拡大を進めます。また、利用者と

の相互理解を深めるための施策を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◇  職員研修会等への参加 

人的資源が不足する中、大規模水道事業者、民間企業等が実施する研修会、講

習会等に積極的に参加します。 

 

◇ 新たな事業手法の検討 

浄水場等の運転管理業務の第三者委託については一部導入しており、今後は包

括的な第三者委託について調査・研究を進めます。  

実現方策 

◇ 埼玉県水道ビジョンに沿った広域化の推進 

本町は第 11 ブロック（大里郡市・児玉郡市の 3 市 4 町）に所属しており、ブ

ロック内の検討会に参加し、広域化を推進します。また、事業統合以外の取り組

み等についても検討を行い、他自治体と連携した水道の基盤強化に努めます。 

実現方策 

◇ 利便性の向上 

水道料金に関する利用者ニーズが多様化するなか、一部電子支払いを導入して

います。今後も利便性の向上を図るため、料金支払いについて調査・検討しま

す。 

 

◇ 利用者との相互理解 

水道事業を正しく理解してもらうために、将来を担う子どもたちへ、社会学習
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４-2 経営の健全化 

水道事業は、公営企業として「独立採算制の原則」のもと、「安全で良質な水道水を

安定的」に供給する必要があります。しかしながら、人口減少社会の本格到来や節水

機器の普及等による水需要の減少に伴う収益の減少とともに、東日本大震災・能登半

島地震、令和元年 10 月に発生した台風 19 号などの自然災害への対応を踏まえた危

機管理対策といった外部要因の変化、老朽化した水道施設や管路の増加などといった

内部要因の変化などによる施設投資額の増加などの経営課題に直面すると予想されま

す。 

このため、投資の合理化や経営の効率化を前提とした、投資試算や財政試算を行

い、収支均衡が図れる「投資計画」と「財政計画」を策定し、経営基盤の強化や財政

マネジメントの向上による経営の健全化に努めてまいります。 

 

 

 

 

  

・施設規模の適正化

・施設の効率的な更新

・地震対策の推進

・効率的なアセットマネジメント

・水道料金の適正化

・広域化の検討

・民間の資金・ノウハウの活用 等

投資計画 財政計画

・取水・浄水施設能力の見直し

・アセットマネジメントを実践

・効率的な管網整備 等

・財政シミュレーションの実施

・収益的収支

・資本的収支

経営の健全化

合理的な投資 効率的経営
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４-3 経営目標の設定 

現状の経営分析をもとに、経営の健全化による長期的に安定したサービスを提供す

るため、以下の 2 点を経営目標とします。 

 

①  事業運営資金の確保 

国・県補助金を有効活用するとともに、投資による企業債の発行と補てん財源残高

のバランスを検討し、事業運営に必要な財源を確保します。 

将来も継続して安定した事業運営をするために、日常の事業運営資金及び災害等緊

急対応資金として、内部留保資金残高 10 億円を確保します。 

 

②当年度純利益の継続 

将来にわたって安定した水道サービスを継続していくため、純利益の継続を目指し

ます。 

また、投資の合理化や経営の効率化を前提とした「投資計画」や「財源試算」にお

いて、収支ギャップ（収益＜費用）の解消が見込めない場合は、水道料金の改定を検

討します。 
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５-１ 取り組み方針 

水道事業では、水道施設や管路の健全性を維持することが、水道水の安定供給を行

うための前提条件となります。 

一方で、投資事業には、多大な資金が必要となるため、その投資試算（投資の見通

し）と財源試算（給水収益などの財源の見通し）を適切に見込んだうえで収支均衡を

図ることが重要になります。 

財源を確保し、老朽化した水道施設の更新や耐震化を行っていくためには、徹底し

た水道事業の効率化・経営健全化に取り組み、事業運営にかかる経常的なコストの削

減を進めることで、経営基盤の強化を図るとともに、計画的、効率的な施設の更新、

水道施設のダウンサイジングなど、投資の合理化を進めることが重要です。 

また、水道水の安定供給を確保するためには、災害に備えた取り組みが重要となる

ことから、地震等の災害や事故に強い強靭な水道施設の構築を図るとともに、応急給

水体制等のソフト面での災害対策の強化を目指します。 

 
 

表 15 効率化・経営健全化の取り組み事項  

効
率
化
・
経
営
健
全
化 

取 り 組 み 事 項 

経営基盤の強化 

(1)効率的な組織の運営 

(2)技術継承と人材育成 

(3)広域化や広域連携に関する取り組み 

(4)資金管理・調達に関する取り組み 

(5)有収率の向上 

(6)収納率の向上 

(7)資産の有効活用等 

(8)その他経営基盤の強化の取り組み 

投資の合理化 

(1)計画的な投資と長寿命化 

(2)民間の資金・ノウハウの活用 

(3)新技術の活用 

危機管理体制の強化 

(1)危機管理等の体制整備 

(2)水道施設の耐震化、長寿命化 

(3)安定給水体制の確保 

経費削減に向けた取り組み 

(1)水道施設に係る経費削減 

(2)アセットマネジメント手法の活用 

(3)効率的な管網整備 

(4)ＩＣＴ等を活用した効率的な維持管理 

(5)自己水源割合の上昇 

 

 第５章 経営の効率化・健全化への取り組み 
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５-2 経営基盤の強化 

(1)効率的な組織の運営 

他事業体の先進的な事例等を研究し、事務事業の見直し、情報通信技術（ICT）の

活用や更なる業務委託の導入可能性などの検討を進めることで、職員の技術継承と委

託化のバランスを見極めながら、効率的な組織運営に取り組みます。 

 

(2)技術継承と人材育成 

実務・現場対応能力の習熟度に応じて、公益社団法人日本水道協会や各種民間研修

機関などが開催する外部研修への参加を行うほか、職場内における内部研修の実施や

OJT（職場内訓練）の実践を行い、各種教育の充実を図ります。 

今後とも水道事業を維持・継続していくためには、ベテラン職員がこれまでに培っ

た技術やノウハウを次世代の職員に確実に継承することが重要です。そのため、職員

の適正な配置や年齢構成の適正化を図るとともに、若年層の育成を計画的に行いなが

ら、一層の技術継承と人材育成の充実・強化を図ります。 

 

(3)広域化や広域連携に関する取り組み 

『埼玉県水道整備基本構想～埼玉県水道ビジョン～（令和 5 年 3 月改定）』では、

県内水道事業における広域化について現状の分析を行っています。埼玉県では多くの

水道事業者が県企業局の水道用水供給事業からの受水を行っており、広域化による取

水・浄水施設等の統廃合による費用削減効果が薄く、広域化が進まない一つの要因と

しています。また、広域的な水道用水供給事業により、既に一定程度の広域化が実現

されているとも評価しています。 

本町では、今後も広域化について県や他市町村の動向を調査し、広域化の可能性や

その効果を研究していきます。 

また、他の水道事業と本町水道事業の状況を正確に把握し、水道事業に精通した技

術・財務などの専門性を有する人材の確保・育成を図るとともに、施設の共同化・共

同管理、維持管理業務の共同化について、地域に応じた事務の効率化も実現すること

ができるように検討を行います。 

 

表 16 水道広域化のイメージ 

手 法  概 要  

共 同 取 り 組 み  共 同 発 注 や 共 同購 入 を 行 う こ と 。  

施 設 の 共 同 化  
取 水 場 、 浄 水 場 、 水 質 試 験 セ ン タ ー 、 緊 急 時 連 絡 管 な ど

の 共 同 施 設 を 保有 す る こ と 。  

管 理 の 一 体 化  
維 持 管 理 業 務 や 総 務 系 の 事 務 処 理 な ど を 共 同 実 施 あ る い

は 共 同 委 託 等 によ り 業 務 等 を 実 施 す る 形態 。  

経 営 の 一 体 化  
経 営 主 体 が 一 つだ が 、 認 可 上 、 事 業 は 別の 形 態 。  

県 や 市 町 村 が 複数 の 水 道 事 業 等 を 運 営 する 方 法 。  

事 業 統 合  経 営 主 体 も 事 業も 一 つ に 統 合 さ れ た 形 態。  
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(4)資金管理・調達に関する取り組み 

①企業債に関する取り組み 

水道施設を整備するための財源として、企業債の発行を行うことは、資金調達の一

つの手段です。 

投資事業として整備された水道施設は、将来にわたり、長期間使用することから、

整備に係る費用を現在の水道使用者が全て負担するのではなく、将来の水道使用者に

も負担していただくため、企業債の発行により資金を調達し、元利償還金として後年

度に支出することで、世代間の財政負担の公平化を図ります。 

企業債は、利息の支払いが伴うほか、将来の料金収入を原資として償還することか

ら、将来世代に過度の負担とならないよう、計画的な企業債の借り入れを行います。 

 

②国・県補助金に関する取り組み 

水道施設の耐震化の取り組みや老朽化対策の実施にあたっては、これまでと同様に

国の財源である国庫補助金（生活基盤施設耐震化等交付金）を最大限活用し、財源確

保に努めていきます。 

 

③財源確保に関する取り組み 

将来において給水人口の減少による収益の低下、更新事業による費用の増大の影響

で健全な経営の維持が困難となることが予測されます。経費節減はもちろんですが、

更新費用は必要となり、収益の低下は避けることができません。その中で持続的に安

全な水を安定して供給するために、経営状況を見極めながら、必要に応じて料金の見

直しを検討します。 

 

(5)有収率の向上 

有収率は、令和 5 年度時点で 93.4％となっています。収入に繋がらない水量（無

収水量）には、水質管理のための放水や消防活動のための放水など事業運営上、やむ

を得ないものもありますが、水道管の破損による漏水など、できる限り減らすべきも

のもあります。 

老朽化した管路を優先して管路更新することや、毎年エリアを定めた漏水調査を行

うこと、また寒冷期における各家庭での漏水を抑止する広報を行うことなどにより有

収率の改善に努め、向上を目指します。 

 

(6)収納率の向上 

水道使用者間の負担の公平性を図るとともに、事業運営に要する財源を確保するた

め、収納率の向上に取り組みます。 

なお、収納率の向上と更なる利用者サービス向上のため、収納方法の拡充について

調査・研究します。 
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(7)資産の有効活用等 

水道施設の今後のあり方を検討する中で、アセットマネジメントを推進し、財政の

健全化に努めます。 

 

(8)その他経営基盤強化の取り組み 

①情報公開に関する事項 

水道事業の業務内容や財務状況等については、経営の透明性を高めるとともに、利

用者に理解を深めていただくため、広報紙、ホームページ等で情報公開しています。 

今後も内容の充実を図り、より分かりやすい情報の提供に努めます。 

 

②環境への配慮 

水道事業は、河川の水を使用するなど、自然環境と密接な関係があります。そのよ

うな中、浄水処理工程や配水施設で多くのエネルギーを使用するなど、自然環境に負

荷を与えているのも事実です。設備の更新時には高効率設備に更新するなど省エネル

ギー設備の導入を検討します。 

 

５-3 投資の合理化 

(1)計画的な投資と長寿命化 

管路においては更新優先度、更新時期の設定により、施設においては予防保全型維

持管理の推進により長寿命化を図り、計画的に更新を進めます。また、水需要に見合

った施設の適正化を図り、投資の合理化に取り組みます。 

 

(2)民間の資金・ノウハウの活用 

民間活力活用の手法には、個別の業務委託から、複数業務を一括して民間事業者に

委託する包括的民間委託や地方自治体が資金を調達し、民間事業者に設計・運営等を

一体的に委託するＤＢＯ、資金についても民間を活用するＰＦＩ等があります。 

本町では、現在従来型の委託方法により、検針や浄水場・配水施設などの運転監視

業務を委託し、水道事業の経費節減や経営の効率化、技術力の確保、給水サービスの

向上を図っています。 

水道事業は、水道法において、原則、地域の実情に通じた市町村が、継続的、安定

的に経営することが規定されていることから、今後も、本町が責任を持ち、主体的に

水道事業を運営していきます。 

今後も効率化が可能な範囲とその効果を検証し、さらなる民間委託の導入を図るな

ど、業務の効率化を推進していきます。事業経営の民間活用（ＰＰＰ）としてＰＦＩ

などの民間的経営手法の導入について、ほかの水道事業者の先進的な事例を参考に検

討します。 
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表 17 水道事業における民間活用手法の例 

手 法  概 要  

個 別 委 託  

（ 従 来 型 業 務 委託 ）  

民 間 事 業 者 の ノウ ハ ウ 等 の 活 用 が 効 果 的な 業 務 に つ い て

委 託  

（ 施 設 設 計 ， 水質 検 査 ， 施 設 保 守 点 検 ，メ ー タ ー 検 針 ，

窓 口 ・ 受 付 業 務な ど ）  

個 別 委 託  

（ 包 括 委 託 ）  

従 来 の 業 務 委 託よ り も ， 広 範 囲 に わ た る複 数 の 業 務 を 一

括 し て 委 託  

PFI  

（ Private Finance Init iative）  

民 間 が 資 金 調 達を 行 い 、 民 間 が 施 設 の 設計 ・ 整 備 、 維 持

管 理 、 運 営 を 行う 方 式 。  

DBO 

（ Design Build Operate）  

公 共 が 資 金 調 達を 行 い 、 民 間 が 施 設 の 設計 ・ 整 備 、 維 持

管 理 、 運 営 を 行う 方 式 。  

DB 

（ Design Build）  

公 共 が 資 金 調 達を 行 い 、 民 間 が 施 設 の 設計 ・ 整 備 を 行 う

方 式 。  

CM 

（ Construction Management）  

コ ン ス ト ラ ク ショ ン マ ネ ー ジ ャ ー （CMR） が 、 技 術 的

な 中 立 性 を 保 ちつ つ 発 注 者 側 に 立 っ て 、設 計 ・ 発 注 ・ 施

工 の 各 段 階 に おい て 、 設 計 の 検 討 や 工 事発 注 方 式 の 検

討 、 工 程 管 理 、品 質 管 理 、 コ ス ト 管 理 など の 各 種 の マ ネ

ジ メ ン ト 業 務 の全 部 ま た は 一 部 を 行 う もの 。 近 年 、 復 興

事 業 を 中 心 に 公共 事 業 で も 採 用 実 績 が ある 。  

 

(3)新技術の活用 

新技術の導入については、メリットとデメリットを比較検討しながらトータルコス

トを常に意識し、慎重に採用することとします。 

具体的には、通信回線を利用して自動的に使用量を読み取ることができるスマート

メーターは、検針業務の効率化、漏水の早期発見のほか見守りサービスへの活用、電

気、ガスなどの他企業との共同検針への発展など様々な効果が期待できることから、

他企業・他都市の動向も注視し、調査・研究を進めます。 

 

図 24 スマートメーター  
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５-4 危機管理体制の強化 

(1)危機管理等の体制整備 

毎日の暮らしに欠かせない水道水を、平常時はもとより災害時などにおいても絶え

間なく供給することができるよう、災害に強く安定した水道を目指した水道施設の整

備や災害対策の充実を図る必要があります。災害時においても適切に事業を継続する

ためのマニュアルの策定を検討します。 

 

(2)水道施設の耐震化と長寿命化 

水道は、電気、ガス、下水道とともに重要なライフラインの１つであり、震災によ

り機能が停止した場合、町民生活に甚大な影響を及ぼします。暮らしを支えるライフ

ラインとして、事故や災害発生時においても施設被害を最小限に抑えるよう、水道施

設の耐震化を推進します。 

 

①浄・配水施設の耐震化と長寿命化 

大規模地震が発生した場合でも、影響を最小限にとどめ水道システムとしての機能

を損なうことのないよう、浄・配水施設の耐震化に取り組んでいきます。耐震診断の

結果を踏まえ、耐震基準を満たしていない主要な施設について更新時期を前倒しして

更新を行い、延命が可能な施設は更新時期を延長するなどの調整を行い、投資の平準

化を図ります。 

また、各施設の故障や事故を予防するために、定期的な点検を行い施設の長寿命化

を図ります。 

 

図 25 浄・配水施設の耐震化  
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表 18 浄・配水施設の耐震率目標値 

評 価 指 標  単 位  評 価 方 法  
実  績  値  目  標  値  

令 和 4 年 度  令 和 17 年 度  

浄 水 施 設 耐 震 化率  (％ ) 

耐 震 対 策 の 施 さ れ て い る

浄 水 施 設 能 力 ／ 全 浄 水 施

設 能 力×100 

41.1 41.1 

配 水 池 耐 震 化 率  (％ ) 

耐 震 対 策 の 施 さ れ て い る

配 水 池 容 量 ／ 全 配 水 池 容

量×100 

28.0 28.0 

 

 

②管路の耐震化と長寿命化 

大規模地震が発生した場合でも、生活や事業活動などに必要な水道水をお客様に届

けられるよう、管路施設の耐震化を図り、被害を最小限にとどめる強靭な水道を実現

します。 

効率的に耐震化を進めるため、老朽化管路の計画的更新に併せて、耐震管への入れ

替えを進めます。耐震管を採用することによって、漏水事故の減少だけでなく水道管

を長持ちさせること（長寿命化）が可能となります。 

なお、耐震化の目標設定にあたっては、過去の大規模地震における管路施設の被害

状況から、耐震管以外において被害の少なかった一定範囲の管種についても、国の評

価に準じ耐震性能を満たすものと判断し、これらの管種を含めた耐震適合率を指標と

して目標値を定め、耐震性の向上を図ります。 

また、厚生労働省の「新水道ビジョン」においては、「断水エリア、断水日数の影響が

大きい施設、管路及び給水区域内の重要な給水施設への供給ラインを優先して耐震化す

る」ことが示されています。 

 

表 19 管路の耐震化率目標値 

評 価 指 標  単 位  評 価 方 法  
実  績  値  目  標  値  

令 和 4 年 度  令 和 17 年 度  

管 路 の 耐 震 管 率  

（ 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ

ン 管 を 含 む ）  

(％ ) 
耐 震 管 延 長 ／ 管 路 総

延 長×100 
90.7 92.6 

基 幹 管 路 の 耐 震適 合 率  

（ 水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ

ン 管 を 含 む ）  

(％ ) 

耐 震 化 し た 基 幹 管 路

延 長 ／ 基 幹 管 路 総 延

長×100 

68.4 74.4 
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③重要施設向け配水管の耐震化 

大規模災害が発生した場合、多くの避難者やけが人が集まる避難所などの重要給水

施設への継続的な給水の確保が重要となります。 

地震などの発生時における復旧対応及び被災対応の充実を図るため、災害対応拠点

となる町役場などの行政機関や医療機関及び学校などの指定避難所を重要施設と位置

づけ、これら施設への供給ルートである配水支管を優先的に耐震管に入れ替えます。 

なお、配水本管については、路線ごとに効率的な耐震化を進めるとともに、万が一

被災した場合でも最優先で復旧することにより、耐震化された配水支管と合わせて対

象施設への給水を早期に確保します。 

 

図 26 基幹管路・重要施設管路  

 

 

(3)安定給水体制の確保 

災害時等に被害を低減させ、迅速かつ適切な対応が図れるようバックアップ機能を

確保することが重要であることから、緊急時連絡管の整備等を進めてきました。浄水

施設については、停電に備え自家用発電設備を設置するなどの取り組みを行っていま

す。今後も安定供給に向けた施設の整備、維持管理を行います。 

また、水道水の安全を確保することも水道事業者にとって最大の責務であることか

ら、水源から給水栓（蛇口）に至るまでには、汚染物質などの混入による水質汚染事

故など、水道水の安定供給に支障をきたす様々なリスクが存在します。そこで、これ

らのリスクに対する監視や行動計画について定めた「水安全計画」を策定し、引き続

き安全な水道水の供給に努めます。 
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図 27 水道水質に対するリスク  

 

 

５-5 経費削減に向けた取り組み 

(1)水道施設に係る経費削減 

施設の老朽化に伴い維持管理費総額は年々増加傾向にあります。現状を的確に把握

し、各施設、設備の効率的な運転管理に努め、また、保守業務、修繕業務は、優先順

位や期間、箇所、範囲等の見直しを行い、経費の削減及びスケールメリットの発揮に

取り組みます。 

 

(2)アセットマネジメント手法の活用 

水道施設を健全な状態で維持していくためには、主に施設や管路の維持管理に必要

な経費と、更新整備に必要な経費が発生します。今後増加する更新需要に対し、中長

期的な視点をもって更新需要や財政収支の見通しを立て、財政負担を平準化すること

により、計画的かつ効率的に施設の更新を行います。 

本町では、適切な維持管理により健全性を確保した上で、法定耐用年数以上の期間

で設定した「目標使用年数」まで施設を活用することにより、施設更新の適正化を図

ります。その上で、更新期を迎えた施設に重要度・優先度を設定し、複数年度にわた

り順次更新することにより投資の平準化を行い、ライフサイクルコストの低減に努め

ます。 

表 20 主要な電気・機械設備の更新周期 

設 備 名  
法   定  

耐 用 年 数  
更 新 周 期  設 備 名  

法   定  

耐 用 年 数  
更 新 周 期  

受 変 電 設 備  15年  25年  薬 品 注 入 設 備  15年  24年  

電 力 設 備  15年  25年  沈 澱 池 機 械 設 備  15年  24年  

自 家 発 電 設 備  15年  25年  ろ 過 池 機 械 設 備  15年  24年  

ポ ン プ 設 備  15年  24年  監 視 制 御 設 備  15年  21年  

出 典 ： 国 土 交 通省  ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ント 「 簡 易 支 援 ツ ー ル 」  
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R7～R11 R12～R16 R17～R21 R22～R26 R27～R31 R32～R36 R37～R41 R42～R46 R47～R51 R52～R56

（億円）

構造物及び設備 管路資産

表 21 管路の更新基準（目標使用年数）の設定 

管  種  区  分  
法   定  
耐 用 年 数  

更 新 周 期  

鋳 鉄 管(ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 は 含 ま な い) 

40年  

50年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄管 (耐 震 継 手 を 有 す る) 80年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄管 (K形 継 手 等 を 有 す る) 70年  

ダ ク タ イ ル 鋳 鉄管 (上 記 以 外) 60年  

鋼 管(溶 接 継 手 を 有 す る) 70年  

鋼 管(上 記 以 外) 40年  

硬 質 塩 化 ビ ニ ル管 (RRロ ン グ 継 手 等 を 有す る ) 60年  

硬 質 塩 化 ビ ニ ル管 (RR継 手 等 を 有 す る) 50年  

硬 質 塩 化 ビ ニ ル管 (上 記 以 外) 40年  

ポ リ エ チ レ ン 管(高 密 度 ・ 熱 融 着 継 手 を 有す る ) 60年  

ポ リ エ チ レ ン 管(上 記 以 外 ) 40年  

ス テ ン レ ス 管(耐 震 型 継 手 を 有 す る) 60年  

ス テ ン レ ス 管(上 記 以 外) 40年  

そ の 他(上 記 以 外) 40年  

出 典 ： 国 土 交 通省  ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ント 「 簡 易 支 援 ツ ー ル 」  

 

 

図 28 更新基準年数の違いによる更新需要比較 
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(3)効率的な管網整備 

将来の水需要を勘案した管路の適正口径について、水理解析を駆使し把握することで、

更新時においてダウンサイジングを図り、管網の重要度、地形的な施工条件に応じて適

正な管種・口径を選定し、効率的・効果的に管網整備を図ります。 

 

(4)ＩＣＴ等を活用した効率的な維持管理 

ＩＣＴを活用し、町内に点在している水道施設の情報を浄水場で一元管理し、情報の

集約化や運転管理の効率化に取り組みます。 

 

(5)自己水源割合の上昇 

本町の取水実績は例年概ね、自己水源割合が約３割と低い水準になっており、自己水

源以外は、県営水道からの受水（水道用水供給事業からの購入）となっています。 

県営水道では、昨今の費用の増大に対応するため令和 8 年 4 月 1 日より改定率

21.0％の料金改定を予定しています。そのため、これまでと同様の受水割合で今後も

推移した場合には受水費の増大が見込まれます。 

また、県営水道の料金改定については令和 8 年 4 月 1 日改定以降も続くとみられる

ことから、本町においては各浄水場の稼働状況を精査し、配水エリアの見直しを図るこ

とにより施設稼働率を向上させ、自己水源割合の向上に取り組みます。 

また、自己水源割合の上昇は、災害時等の対応力向上にもつながることから、防災対

策の面でも自己水源割合の向上に取り組んでいきます。 

施設更新平準化について 

 施設更新を平準化する理由は、投資額の平準化に加え、水道事業に携わる職員や施

工業者への負担を減らす目的もあります。 

 また、平準化を行わない場合には、工事が多発的に行われることにより町民の生活

に与える影響が大きくなる可能性があります。 

 なお、平準化を行うことにより更新基準を過ぎた資産がすぐに更新されない場合が

あるなどが考えられますが、資産ごとに重要度・優先度を設定することにより、町民

生活に不安がないように計画的に更新を進め、更新が何年も先延ばしにならないよう

にしなければなりません。 
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水道事業では、水道施設や管路の健全性を維持することが安定した給水を行うため

の前提条件となります。 

この水道事業の健全性を維持するためには、耐震診断などを踏まえた施設更新計画

の策定と計画に基づいた事業の着実な実施が求められます。 

一方で、投資事業には多大な資金が必要になるため､その「投資試算」（投資事業に

かかる費用の見通し）と「財源試算」(水道料金収入など財源の見通し)を均衡させる

ことが、持続可能な水道事業を実現する上で非常に重要になります。 

投資・財政計画の作成にあたっては、「図 29 経営戦略イメージ図」にあるよう

に、経営の効率化・健全化の取り組みを踏まえながら投資と財源の試算を行い、必要

に応じて試算の見直しを加えながら、収支の均衡がとれた計画となるよう調整してい

きます。 

 

図 29 経営戦略イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 典 ： 総務 省 資 料 「 公 営 企 業 の｢経営 戦 略｣策 定 の 推 進 に つい て 」  
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６-１ 投資試算 

これまで検討した投資の効率化と健全化の取り組みを踏まえ、今後 10 年間の投資

額を試算し、平準化を図っていく計画としています。 

主な事業は浄・配水施設の設備機器の更新、老朽管の計画的更新・耐震化、基幹管

路の更新・耐震化であり、継続的な事業運営のための施設改良を進めていきます。 

平準化後の投資額は、今後 10 年間の計画期間内で約 88.5 億円が必要になると見

込んでいます。 

 

表 22 今後 10 年間の投資額と主な事業 

項   目  投 資 額  備      考  

耐震化  
（構造物及び 設備）  

166,980 千円  
施設の耐震化 を行いま す。  
・寄居配水場 の耐震化  

更新  
（構造物及び 設備）  

2,649,790 千円  

施設の更新・ 改良を行 います。  
・中央監視装 置の更新  
・寄居配水池 の運用方 法改善  
・更新基準に よる更新  

更新（管路）  6,032,510 千円  

管路の更新・ 耐震化を 行います。  
また、老朽管 （石綿管 ）の更新を完 了まで計 画

的に行います 。  
・危険箇所（ 鉄道、国 道横断部）、 老朽管更 新  
・緊急給水拠 点への布 設  
・適正水量に 応じた口 径へ管路を更 新  
・給水区域全 体の見直 し整備  
・更新基準年 数による 更新  

投資額 計  8,849,280 千円   

 

 

図 30 年度別投資額の見込み 
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６-２ 財源試算 

①   給水収益 

平成 26～令和 5 年度の実績に基づき予測した年間有収水量に、今後の供給単価の

見込み値を乗じて給水収益の予測を行いました。本町では令和 7 年度に料金改定を行

っており、推計当初の令和８年度には給水収益が約 929,743 千円となります。その

後は年間有収水量の減少に伴い給水収益も減少し、令和 17 年度には約 863,270 千円

となり、今後 10 年間で約 66,473 千円減少する見込みです。 

 

図 31 給水収益の見込み 

 
 

②   企業債 

今後増加する施設及び管路の更新を計画的に進めるため、令和 8 年度以降、継続的

に建設改良費の 50%の企業債を発行し事業進捗に努めます。 

 

図 32 企業債の見込み 
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③ 補助金の有効活用 

国庫補助金は、国が特定の事業の実施を推奨、助長するために交付するものであり、

近年の水道事業においては、基幹施設や基幹管路の耐震化更新の整備に関わるものが補

助の対象となっています。この補助対象や補助割合は毎年要綱が変わっており、また実

際に受けるには事業が採択条件を満たしている必要があります。この補助金を有効に活

用するため、補助要綱や補助対象の変更に注視していきます。 

収支計画におきましては、令和 12 年度以降はまだ具体的な補助要綱が公表されて

いないことから、補助金額を見込まない推計となっています。 

 

図 33 補助金の見込み 
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６-３ 投資・財政計画 

６-３-１ 現行の水道料金を維持した場合の投資・財政見込み 

今後の経営環境や、投資と経営の効率化・健全化の取り組みを踏まえた投資・財源

試算のもと、現行の水道料金を維持することを前提とした投資・財政見込みは次のとお

りです。 

 

(1)収益的収支 

有収水量の減少に伴い給水収益が減少し、総収益は令和 17 年度には約 940,760 千

円となる見込みです。 

今後、老朽化した管路や施設の更新需要の高まりにより、減価償却費が上向きに推 

移することから、総費用については、増加傾向となっています。一方で、前述のとお

り、給水収益は右肩下がりのため、令和 11 年度以降は赤字が続く見込みです。 

 

図 34 総収益・総費用・当年度純利益の推移 

 
 

(2)資本的収支 

今後、施設の更新需要が増大し、多額の投資費用（資本的支出）が見込まれる一方

で、水道料金収入が減少し、当年度純利益が確保できない状況が続いていくと、投資

資金が不足する事態に至ります。そのため、必要な投資費用を捻出するためには、企

業債の発行による資金調達に頼ることも考えられます。 

本計画においては、建設改良費に対して 50％程度の割合で企業債の発行を計画し

ているものの、現行の水道料金（令和 7 年改定後料金）を維持した場合の将来推計に

おいては、毎年度内部留保資金残高が減少していくことが見込まれます。 

企業債残高の適正規模を測るものさしとして、一年間の水道料金収入に対する企業債

の残高割合を表す「企業債残高対給水収益比率」という指標があります。令和 17 年度

には 491.4%となり、類似団体平均（381.6％：令和 5 年度値）を上回っています。
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この数値が高い場合には、事業における企業債への依存度が高いことを示すため、適切

な運用に努めます。 

 

図 35 資本的収支及び収支不足額の推移 

 

 

 

(3)企業債残高 

今後、事業費の多くを企業債による収入で賄うため、企業債残高の水準は現状より

も高くなる見込みです。 

 

図 36 企業債残高の推移 
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(3)現金預金残高・内部留保資金残高 

現金預金残高は急激に減少し、令和 13 年度には残高がマイナスとなります。以降も

減少を続け、令和 17 年度には△968,604 千円にまで減少する見込みです。また、内

部留保資金残高は急激に減少し、令和 17 年度には△1,139,229 千円まで減少する見

込みです。経営目標である 10 億円を下回っているため、安定的な自己資金残高を確保

できていません。 

 

図 37 現金預金残高の推移 

 

 

図 38 内部留保資金残高の推移  
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(4)財源確保の検討 

前述のとおり、現行の水道料金（令和 7 年改定後料金）を維持した場合は、収益的

収支はマイナスとなり、現金預金残高及び内部留保資金残高もマイナスになることが

見込まれることから、「6-1 投資試算」で示している投資に関する事業の実施は困難

な状況となります。この結果、経営目標の達成はおろか、安定した経営についても困

難な状態となり、投資・財政計画として現実的ではないことがわかりました。 

「投資の合理化」や「経営の効率化」を進めても、なお不足する財源を確保するた

めには「料金の見直し」や「企業債の発行」を検討する必要があります。 

総務省が示す「経営戦略策定ガイドライン」においては、①企業債、②繰入金、③

料金の順序で財源構成の検討を行うこととされています。 

企業債については、令和 17 年度末の「企業債残高対給水収益比率」が類似団体平

均（令和 5 年度値）と比較しても高く、これ以上企業債残高を増加させることは、将

来世代に過重な負担を強いることとなりますので、適当ではありません。 

繰入金については、毎年総務省から示されている地方公営企業操出基準に基づき必

要額を算出することとされています。また、「経営戦略策定ガイドライン」においても

安易に繰入金を増やすことで収支を均衡させることは適当ではないとされています。 

そのため、不足する財源を確保するためには、水道料金の見直しを行う必要があり

ます。本町においては令和 7 年度に水道料金の 22％改定を行っております。しかし、

前回の料金改定検討時と比較しても、近年は物価上昇等により各種経費や建設改良費が

急激に増加にしており、料金改定について再度検討する必要があると考えられます。次

において水道料金を改定することにより、投資・財政の安定を目指す案を検討します。 
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６-３-２ 料金改定による財政シミュレーション（収支ギャップの解消） 

収支ギャップを解消するため、経営戦略では、令和 11 年度に 35％の料金改定を行

った場合の経営シミュレーションを実施しました。 

この改定により、令和 11 年度以降の収益で費用が賄えない純損失（赤字）の解消が

可能となります。 

なお、ここでの料金改定は、現状および今後の投資・財政推計に基づいて試算したも

ので、実際の改定については、今後、経営状況等を総合的に判断しながら、料金体系や

料金改定率、その時期について、寄居町上下水道事業審議会の審議を経て方針が決定さ

れていきます。 

その際には、使用者である住民の方々にご理解を頂くための説明を周知徹底していく

必要があります。 

 

図 39 改定前後の料金収入の推移 

 

 

図 40 当年度純損益の料金改定前後の推移 
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(1)現金預金残高 

料金改定を新たに見込むことにより、料金改定をしない場合と比較して現預金残高

は増加し、令和 17 年度には 1,164,570 千円となる見込みです。これにより、経営

目標である計画期間内に現金預金残高を 1,000,000 千円（10 億円）を確保する目

標が達成できます。 

 

図 41 現金預金残高の料金改定前後の推移 

 

 

(2)内部留保資金残高 

料金改定を新たに見込むことにより、令和 11 年度以降に内部留保資金残高が増加

し、計画期間最終年度である令和 17 年度において 1,039,439 千円の内部留保資金

残高を確保することができる見込みとなります。 

 

図 42 内部留保資金残高の料金改定前後の推移 
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６-３-３ 投資・財政計画表 

経営計画の投資・財政計画は「表 23 投資・財政計画（収益的収支）」及び「表 24 

投資・財政計画（資本的収支）」のとおりです。 

計画期間内の収支見通しである「投資・財政計画」を、「投資試算」をはじめとする

支出と「財源試算」により示される形で取りまとめました。 
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【収益的収支】 

表 23 投資・財政計画（収益的収支）（１） 

単位（千円）  

 

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 787,217 883,979 954,152 948,209 937,423 1,248,209
(1) 762,626 863,356 929,743 923,800 913,015 1,223,801
(2) (B) 1,370 2,100 1,545 1,545 1,545 1,545
(3) 23,221 18,523 22,863 22,863 22,863 22,863

２． 90,661 87,709 78,886 77,582 74,089 70,601
(1) 8,359 4,573 － － － －

－ － － － － －
8,359 4,573 － － － －

(2) 81,567 82,872 78,361 77,057 73,565 70,076
(3) 734 264 524 524 524 524

(C) 877,877 971,688 1,033,037 1,025,790 1,011,513 1,318,810
１． 797,605 878,289 890,871 921,173 946,991 976,699
(1) 67,129 70,138 69,484 70,249 71,021 71,731

38,577 36,981 39,270 39,702 40,139 40,541
－ － － － － －

28,552 33,157 30,214 30,546 30,882 31,191
(2) 454,368 500,511 513,145 487,141 488,179 489,539

55,688 58,280 57,556 57,703 57,542 57,542
46,093 39,239 55,911 55,778 55,702 55,777
1,371 3,150 1,137 1,148 1,158 1,168

351,217 399,842 398,541 372,513 373,777 375,051
(3) 276,108 307,640 308,242 363,783 387,790 415,429

２． 19,016 28,939 29,852 42,114 55,149 66,847
(1) 7,702 16,179 18,222 30,485 43,520 55,217
(2) 11,314 12,760 11,629 11,629 11,629 11,629

(D) 816,621 907,228 920,723 963,287 1,002,139 1,043,546
(E) 61,256 64,460 112,314 62,503 9,373 275,264
(F) 525 2 － － － －
(G) 58 261 － － － －
(H) 467 -259 － － － －

61,723 64,201 112,314 62,503 9,373 275,264
(I) 152,002 216,203 328,517 391,020 400,393 675,657
(J) 923,616 814,428 816,264 720,662 587,241 859,168

779,762 641,844 633,188 538,474 406,666 632,124

125,311 110,497 110,746 97,776 79,674 116,567
(K) 419,929 318,753 415,080 441,231 445,844 390,677

35,863 33,083 34,063 43,189 61,253 89,690
－ － － － － －

377,191 278,796 374,142 391,167 377,716 294,112

流 動 資 産

う ち 未 収 金

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給

(F)-(G)

そ の 他

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

退 職 給 付 費

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 外 収 益

料 金 収 入

(C)-(D)

受 託 工 事 収 益
そ の 他

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益

営 業 収 益

令和9年度
令和10年

度
令和11年

度
令和8年度

令和6年度
(決算)

令和7年度
(予算)

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

そ の 他
経 費

修 繕 費

支 払 利 息

動 力 費

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

う ち 現 金 預 金



第6章 投資・財政計画 

 

－ 74 － 

 

表 23 投資・財政計画（収益的収支）（２） 

単位（千円）  

 

年　　　　　　度

区　　　　　　分

１． (A) 1,237,194 1,230,348 1,217,249 1,208,021 1,197,899 1,191,946

(1) 1,212,786 1,205,939 1,192,841 1,183,613 1,173,491 1,167,537

(2) (B) 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545

(3) 22,863 22,863 22,863 22,863 22,863 22,863

２． 52,237 52,526 53,303 52,726 52,775 52,967

(1) － － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

(2) 51,712 52,002 52,778 52,201 52,250 52,442

(3) 524 524 524 524 524 524

(C) 1,289,431 1,282,874 1,270,552 1,260,747 1,250,674 1,244,912

１． 1,001,249 1,034,815 1,083,486 1,097,849 1,095,271 1,110,178

(1) 72,449 73,173 73,905 74,644 75,390 76,144

40,946 41,355 41,769 42,187 42,609 43,035

－ － － － － －

31,503 31,818 32,136 32,457 32,782 33,110

(2) 518,062 519,478 520,760 522,294 523,764 525,419

57,538 57,728 57,614 57,683 57,705 57,929

55,728 55,646 55,721 55,854 55,959 56,033

1,179 1,189 1,200 1,211 1,222 1,233

403,617 404,915 406,225 407,546 408,879 410,224

(3) 410,739 442,163 488,821 500,910 496,117 508,614

２． 72,636 83,449 96,247 101,806 104,122 107,059

(1) 61,007 71,820 84,617 90,177 92,493 95,430

(2) 11,629 11,629 11,629 11,629 11,629 11,629

(D) 1,073,885 1,118,264 1,179,733 1,199,655 1,199,393 1,217,237

(E) 215,546 164,610 90,819 61,092 51,281 27,676

(F) － － － － － －

(G) － － － － － －

(H) － － － － － －

215,546 164,610 90,819 61,092 51,281 27,676

(I) 891,203 1,055,813 1,146,632 1,207,724 1,259,005 1,286,680

(J) 1,037,068 1,033,036 1,057,801 1,200,904 1,335,580 1,383,202
811,671 808,662 835,386 979,869 1,116,058 1,164,570

140,704 140,157 143,517 162,932 181,204 187,666

(K) 508,986 584,406 506,510 479,351 528,114 568,566

120,432 148,129 163,317 178,989 211,277 224,298
－ － － － － －

381,679 429,402 336,319 293,487 309,963 337,393

流 動 資 産

う ち 未 収 金

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給

(F)-(G)

そ の 他

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

退 職 給 付 費

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 外 収 益

料 金 収 入

(C)-(D)

受 託 工 事 収 益
そ の 他

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益

令和14年
度

令和15年
度

営 業 収 益

令和12年
度

令和13年
度

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

そ の 他
経 費

修 繕 費

支 払 利 息

動 力 費

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

令和17年
度

令和16年
度

う ち 現 金 預 金
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【資本的収支】 

表 24 投資・財政計画（資本的収支）（１） 

単位（千円）  

 

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 250,000 291,900 563,200 593,945 544,775 304,535

0 － － － － －

２． 0 － － － － －

３． 0 － － － － －

４． 0 1,800 792 792 792 792

５． 0 － － － － －

６． 18,250 6,529 22,438 22,438 8,357 8,357

７． 72 － － － － －

８． 32,685 － 29,219 29,219 29,219 29,219

９． 10,109 4,554 10,341 10,341 10,341 10,341

(A) 311,116 304,783 625,990 656,735 593,484 353,244

(B) 0 － － － － －

(C) 311,116 304,783 625,990 656,735 593,484 353,244

１． 566,127 624,900 1,126,400 1,187,890 1,089,550 609,070

15,956 16,855 15,334 15,502 15,673 15,830

２． 37,855 35,863 33,083 34,063 43,189 61,253

３． 0 － － － － －

４． 0 － － － － －

５． 0 － － － － －

(D) 603,982 660,763 1,159,483 1,221,953 1,132,739 670,323

(E) 292,865 355,980 533,493 565,218 539,255 317,078

１． 197,134 226,716 232,298 289,143 316,643 267,504

２． 47,135 74,995 205,824 175,130 129,343 －

３． 0 － － － － －

４． 48,596 54,269 95,370 100,945 93,269 49,575

(F) 292,865 355,980 533,493 565,218 539,255 317,078

0 － － － － －

(G) 0 － － － － －

(H) 645,082 901,119 1,431,236 1,991,118 2,492,704 2,735,986

企 業 債 償 還 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

令和6年度
(決算)

資

本

的

支

出

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

計

そ の 他

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金 残 高

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

令和7年度
(予算)
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表 24 投資・財政計画（資本的収支）（２） 

単位（千円）  

 

年　　　　　度

区　　　　　分

１． 528,330 640,200 364,925 242,275 287,980 354,475

－ － － － － －

２． － － － － － －

３． － － － － － －

４． 792 792 792 792 792 792

５． － － － － － －

６． － － － － － －

７． － － － － － －

８． 29,219 29,219 29,219 29,219 29,219 29,219

９． 10,341 10,341 10,341 10,341 10,341 10,341

(A) 568,682 680,552 405,277 282,627 328,332 394,827

(B) － － － － － －

(C) 568,682 680,552 405,277 282,627 328,332 394,827

１． 1,056,660 1,280,400 729,850 484,550 575,960 708,950

15,988 16,148 16,309 16,472 16,637 16,803

２． 89,690 120,432 148,129 163,317 178,989 211,277

３． － － － － － －

４． － － － － － －

５． － － － － － －

(D) 1,146,350 1,400,832 877,979 647,867 754,949 920,227

(E) 577,668 720,279 472,702 365,239 426,617 525,400

１． 441,711 392,579 411,431 326,283 379,366 466,074

２． 44,946 216,364 － － － －

３． － － － － － －

４． 91,010 111,336 61,271 38,956 47,251 59,326

(F) 577,668 720,279 472,702 365,239 426,617 525,400

－ － － － － －

(G) － － － － － －

(H) 3,174,626 3,694,395 3,911,191 3,990,149 4,099,140 4,242,338

令和15年度

企 業 債 償 還 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

令和16年度

企 業 債

令和12年度 令和13年度 令和14年度

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

資

本

的

支

出

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

計

そ の 他

令和17年度

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金 残 高

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)
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〔投資・財政計画の前提条件について〕 

項  目  項  目  推 計 条 件（ R8 以 降 ）  

収 益 的 収入  

料 金 収 入  推 計 有 収水 量 ×供 給単 価 （R6 実 績 ×料 金改 定 率 ）  

受 託 工 事収 益  R2～R6 の 平 均 値  

他 会 計 負担 金  R2～R6 の 平 均 値  

そ の 他  R2～R6 の 平 均 値  

他 会 計 補助 金  0 で 一 定  

そ の 他 補助 金  0 で 一 定  

長 期 前 受金 戻 入  

既 存 分 ：固 定 資 産 台 帳 よ り 計 算  

新 規 分 ：国 庫 補 助 金 額 及 び 資 本 的収 入 の 他 会 計 補 助 金 を 減価 償 却

に 応 じ て収 益 化  

そ の 他  R2～R6 の 平 均 値  

収 益 的 支出  

職 員 給 与費  

R2～R6 の 平 均 値×賃 金 上 昇 率  

※ 賃 金 上昇 率 は 中 長 期 の 経 済 財 政に 関 す る 試 算 （ 2025 年 度 1

月 17 日 経 済 財 政諮 問 会 議 提 出 ）よ り 、 賃 金 上 昇 率 （ 過 去投 影 ケ

ー ス ） を採 用  

動 力 費  

R6 の 1 ㎥当 り 単 価×有 収 水 量 の予 測 値 ×物価 上 昇 率  

※ 物 価 上昇 率 は 中 長 期 の 経 済 財 政に 関 す る 試 算 （ 2025 年 度 1

月 17 日 経 済 財 政諮 問 会 議 提 出 ）よ り 、 消 費 者 物 価 上 昇 率（ 過 去

投 影 ケ ース ） を 採 用 （ 以 下 同 じ ）  

修 繕 費  

① 老 朽 化比 率 に 応 じ て 、 修 繕 費 を推 計  

② 更 新 計画 に よ り 試 算 し た 修 繕 費  

① ＋ ② より 計 算  

材 料 費  R２ ～ R６ の平 均 値 ×物 価 上 昇 率  

そ の 他  

R２ ～ R６ の平 均 値 ×物 価 上 昇 率  等  

う ち 、 受水 費 は R8 年 度 よ り 埼 玉県 の 単 価 改 定 を 見 込 む 。ま た 、

R8～R10 年 度 は 受 水量 を 過 年 度平 均 値 か ら 1,000 ㎥ /日 の 減少

を 見 込 む。  

減 価 償 却費  
既 存 分 ：既 存 資 産 を も と に シ ス テム よ り 計 算  

新 規 分 ：資 産 種 別 に 耐 用 年 数 を 設定 し 計 算  

支 払 利 息  

既 存 分 ：シ ス テ ム よ り 計 算  

新 規 分 ：企 業 債 新 規 分 を 償 還 年 数 20 年 、年 利 2％×利 率 変 動 、

据 置 期 間 3 年で 計 算  

※ 利 率 変動 は 中 長 期 の 経 済 財 政 に関 す る 試 算 （2025 年 度 1 月

17 日 経 済 財 政 諮問 会 議 提 出 ） より 名 目 長 期 金 利 の 変 動 を採 用  

そ の 他  R２ ～ R６ の平 均 値  
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資 本 的 収入  

企 業 債  建 設 改 良費 に 対 し て 50％ 程 度 で借 り 入 れ  

他 会 計 出資 金  0 で 一 定  

他 会 計 補助 金  0 で 一 定  

他 会 計 負担 金  R2～R６ の 平 均値  

国 （ 都 道府 県 ）

補 助 金  

R11 まで は 、 要 望 額 と 過 年 度 の 内示 率 を 基 に 算 定 。  

R12 以降 は 0 で 一 定  

固 定 資 産売 却 代

金  
0 で 一 定  

工 事 負 担金  R2～R６ の 平 均値  

そ の 他  R2～R６ の 平 均値  

資 本 的 支出  

建 設 改 良費  
平 準 化 を考 慮 し た 投 資 計 画 よ り  

（ う ち 職員 給 与 費 ： R2～ R６ の 平 均 値 ）  

企 業 債 償還 金  

既 存 分 ：シ ス テ ム よ り 計 算  

新 規 分：企 業 債 新 規 分 を 償 還 年 数 20 年、年 利 2％×利 率 変 動 、据

置 期 間 3 年 で計 算  

※ 利 率 変動 は 中 長 期 の 経 済 財 政 に関 す る 試 算（2025 年 度 1 月 17

日 経 済 財政 諮 問 会 議 提 出 ） よ り 名目 長 期 金 利 の 変 動 を 採 用  

他 会 計 長期 借 入

金 返 還 金  
0 で 一 定  

他 会 計 への 支 出

金  
0 で 一 定  

そ の 他  R2～R６ の 平 均値  
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７-１ 計画の進行管理と事業実施効果の把握 

「水道事業ビジョン」の各施策の推進及び「経営戦略」を実践する過程で、様々な環

境の変化に対応できるよう、定期的な進捗管理を実施し、計画の見直しを図ります。 

計画の推進や見直しは、計画策定（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善検討

（Action）を繰り返す、PDCA サイクルにより行います。 

実現方策の実施効果は、業務指数（PI）などから設定した目標値に基づいて分析し、

実施事業における施設の状況や業務効率、サービス水準、経営状況などの変化・改善の

様子について評価します。 

 

図 43 ＰＤＣＡサイクルを用いた進捗管理 

 

 

 

  

Plan 計画策定

Do 実施

Check 評価

Action 改善検討

 第７章 進捗管理 

・目標の設定 

・事業計画 

・耐震化 

・業務効率化 

・事業評価 

・お客様満足度 

・計画見直し 

・新しいニーズ 
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７-２ 計画の進捗管理 

毎年計画どおりに進捗しているかを検証するために、総務省の「経営比較分析表」

の経営指標や「水道事業ガイドライン」の業務指標を活用することにより、定量的に

評価していきます。計画値と実績値の比較を行いながら経営分析を行うことで、経営

状況の把握に努めていきます。 

 

 

７-３ 計画の見直し 

将来の事業環境や財政計画の収入・支出の検討条件は、現時点での実績に基づいて算

定していることから、今後の社会情勢によって大きく変化する可能性があります。 

経営戦略の内容と事業の実施状況が乖離している場合には、その原因について把握・

分析するとともに、現状に見合った内容へと見直しを図ります。 

なお、見直しを行った際には、見直し内容を公表することにより、事業の透明性を高

め、健全な事業運営を行えるように努めていきます。 
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用  語  集 
 

【あ行】 

 

◆ アセットマネジメント 

資産管理のこと。水道においては、「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実

現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率

的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」を指している。 

 

◆ 一日最大配水量 

年間の一日配水量のうち最大のものをいう。 

 

◆ 一日平均配水量 

年間の総配水量（㎥）を年日数で除したもの。 

 

◆ 応急給水 

地震などにより水道施設が破損し、水道による給水ができなくなった場合、被害状況

に応じて拠点給水、運搬給水及び仮設給水などにより給水すること。 

拠点給水は、断水地区に対してあらかじめ指定した浄水場、給水所などの水道施設を

基地とするもの。 

災害による避難住民の応急給水量としては、生命維持に必要な水量として一人一日 3

リットルを基本水量とし、最低 3 日間程度を見込んで算定する。 

 

◆ 応急復旧 

地震などにより水道施設が破損して給水ができなくなった場合、早期に給水を再開

するために、破損部分を復旧すること。 

 

◆ ＯＪＴ 

On the Job Training の略。職場において、上司、先輩などが部下・後輩などに対

し、日常の業務を通して、必要な知識や技術などを計画的・継続的に指導することで全

体的な業務処理能力を育成すること。 

 

 

【か行】 

 

◆ 拡張事業 

水源の変更や配水量の増加、区域の拡張など、厚生労働省の認可変更要件に該当する

事業。 
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◆ 官民連携 

官庁と民間企業が協力し、一緒に事に当たること。 

 

◆ 基幹管路 

導水管、送水管、配水本管を指す。 

 

◆ 基幹管路の耐震適合率 

導水管・送水管・配水本管のことを基幹管路といい、耐震適合率とは、耐震管及び布

設された地盤の性状（軟弱地盤・液状化しやすい埋立地など以外の良質地盤）を勘案す

れば耐震性があると評価できる管（耐震適合性のある管）の管路延長の割合を示す指標。 

 

◆ 企業債 

水道事業（地方公営企業）が行う建設改良などに要する資金に充てるために起こす地

方債（借入金）。 

 

◆ 企業債残高 

施設の整備に充てるために国や地方公共団体金融機構から借入した借金（企業債）の

残高。 

 

◆ 企業債償還金 

国や地方公共団体金融機構からの借入金のうち返済する元金相当額。 

 

◆ 給水区域 

水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じて給水を行うこととし

た区域。水道事業者は、この区域内において給水義務を負う。 

 

◆ 給水原価 

有収水量１㎥あたりの給水に係る費用。 

 

◆ 給水収益 

水道料金として収入となる収益のこと。 

 

◆ 給水人口 

給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口。給水区域外からの通勤者や

観光客は給水人口には含まれない。 

 

◆ 供給単価 

有収水量１㎥あたりの収益。 
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◆ 業務指標 ＰＩ（Performance Indicator） 

水道事業の施設整備状況や経営状況などを客観的な数値で評価するもの。「安心」、

「安定」、「持続」、「環境」、「管理」、「国際」の６つの分野に分類された全 137 項目の

指標で構成されており、これらの指標を用いて、ほかの水道事業者と比較したり、経年

的な推移を図示したりすることにより、水道事業の状況を容易に把握することができ

る。 

 

◆ クリプトスポリジウム 

腸管に感染して下痢を起こす病原微生物。環境中のクリプトスポリジウムは塩素に

耐性があるため、水道水の塩素消毒では不活化できない。 

厚生労働省は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」を全国に通知し、紫

外線処理や濁度 0.1 度以下でのろ過水管理などの対策を取ることを求めている。 

 

◆ 経営戦略 

地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続できるよう、総務省が策定を求

めている中長期的な経営の基本計画。投資と財源の試算により収支が均衡した「投資・

財政計画」を定めるとともに、効率化・経営健全化の取り組み方針などを記載するもの。 

 

◆  経常収支 

一事業年度に属する営業収益から営業費用を差し引いたものに、営業外収益及び営

業外費用を加減したもの。 

 

◆ 減価償却費 

施設の整備に充てた費用を一度に費用とせず、施設ごとに定められた耐用年数に応

じて毎年費用化したもの。この資金は内部留保資金となって、企業債の返済や、古くな

った施設の更新などの資金になる。 

 

◆ 広域化 

水道事業の広域化について、厚生労働省が平成 25 年 3 月に公表した「新水道ビジ

ョン」では、水道を取り巻く厳しい社会環境などを踏まえ、連携形態にとらわれない多

様な形態の広域連携を目指し、関係者による段階的な検討・連携による「発展的広域化」

があげられている。なお、現在の所管は国土交通省となっています。 

 

◆ 広域連携 

経営面や技術面の恒久的な事業運営に向けた運営基盤の強化のため、経営の一体化、

管理の一体化、施設の一体化といったソフト面の一体化から施設統合までを含めた広

い意味での水道事業の連携のこと。 
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◆ 更新 

既存の水道施設や設備の全部または一部を撤去し、新しい施設や設備を設けること。 

対象により、施設更新・管路更新・設備更新という。 

 

◆ 国立社会保障・人口問題研究所 

厚生労働省に設置された国立の政策研究機関であり、社会保障と人口問題の政策研

究を行っている。 

 

【さ行】 

 

◆ 残留塩素（残塩） 

水に注入した塩素が、消毒効果を持つ有効塩素として消失せずに残留している塩素

のこと。水道法施行規則において給水栓水の残留塩素濃度は遊離残留塩素 0.1mg／㍑

以上とされている。 

 

◆ 資機材 

地震災害などで管路が破損した場合、復旧に必要となる材料（管など）や工事に必要

な機械のこと。 

 

◆ 事業継続計画（BCP） 

企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資

産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とす

るために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを

取り決めておく計画のこと。 

 

◆ 事業認可 

水道事業または水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働大臣または都

道府県知事から受ける認可のこと。 

 

◆ 資産維持費 

事業の施設実体の維持などのために、施設の建設、改良、再構築及び企業債の償還な

どに充当されるべき額であり、維持すべき資産に適正な率を乗じて算定した額をいう。

適切な水道料金水準を算定する際に、資産維持費を加味することにより将来発生する

と見込まれる資産の更新費用などを水道料金に反映させることができる。 

 

◆ 施設利用率 

水道施設の経済性を総括的に判断する指標。 

【 計算式：一日平均配水量／一日配水能力×100 】 
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◆ 指定給水装置工事事業者  

各水道事業者は給水装置（蛇口やトイレなどの給水用具・給水管）の工事を施行する

者を指定でき、条例において、給水装置工事は指定給水装置工事事業者が行う旨を規定。 

 

◆ 資本的収支 

収益的収支及び支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として

建設改良及び企業債に関する収入及び支出のこと。 

 

◆ 収益的収支 

水道事業の経常的経営活動に伴って発生する収入と、これに対応する支出。 

 

◆ 重要給水施設 

病院などの医療施設、避難所、市役所、町村役場などの防災拠点。 

災害時に優先的に給水を可能とするべき施設や場所のこと。 

 

◆ 従量料金 

水道料金のうち、使用水量に応じて発生する料金のこと。 

 

◆ 純利益 

企業の純粋な利益。 

全ての収入から支出を差し引いた金額のこと。 

 

◆ 小水力発電 

水道管内の水の流れなど、水圧や高低差を活用した小さな水資源で行う発電。 

 

◆ 新水道ビジョン 

厚生労働省が、全国の水道事業者に共通する課題に対応するために 2004（平成 16）

年に策定した「水道ビジョン」を、人口減少社会の到来や東日本大震災などの経験を踏

まえて全面的に見直し、2013（平成 25）年 3 月に改訂した基本計画。なお、現在の

所管は国土交通省となっています。 

 

◆ 水質検査計画 

水質検査をするにあたって採水場所、検査項目及び検査頻度などをまとめた計画。 

 

◆ 水道事業ガイドライン 

2005（平成 17）年１月に制定された公益社団法人日本水道協会規格。 

全国の水道事業者を対象に、水道事業のサービス内容を共通指標によって数値化す

る国内規格。 
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◆ 水道事業ビジョン 

厚生労働省が、「新水道ビジョン」で示した水道の理想像を具現化するために、地域

の実情に即して各水道事業者に作成を求めている経営上の基本計画。 

 

◆ 水道施設耐震工法指針 

公益社団法人日本水道協会が 2022（令和 4）年に改訂・発刊した「水道施設耐震工

法指針・解説（2022 年版）」のこと。 

 

【た行】 

 

◆ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 

一般の塩化ビニル管に比べ、衝撃に強く弾性に富んでいる。 

 

◆ 耐震管 

ダクタイル鋳鉄管（離脱防止機構付き継手）、鋼管（溶接継手）及び水道用ポリエチ

レン管（熱融着継手）などの耐震型継手を有する管。 

 

◆ 耐震基準 

水道施設の耐震設計・施工を行うための基準。2008（平成 20）年 4 月に水道施設

の技術的基準を定める省令（いわゆる施設基準）が改正され、水道施設が保持すべき耐

震性能が規定された。この規定に基づき、公益社団法人日本水道協会により、「水道施

設耐震工法指針・解説 2022 年版」が改刊されている。 

 

◆ 耐震継手 

地震や地殻変動に対する安全性を高めるために、地盤の変動に対して順応できる大

きな伸縮性と離脱防止機能を有した継手のこと。 

 

◆ ダクタイル鋳鉄管 

ダクタイル鋳鉄を素材とする鉄管。ダクタイル鋳鉄は鋳鉄に含まれる黒鉛を球体化

させたもので、鋳鉄に比べ強度や靭性に富んでいる。 

 

◆ 長期前受金戻入 

みなし償却制度の廃止に伴い、施設整備の財源として過去に受け取った補助金や工

事負担金相当額を、対象となる施設（資産）の減価償却に合わせて収益化するもので、

現金を伴わない収入として収益的収入に計上する。 
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◆ 逓増型料金体系 

使用量の増加に伴い従量料金単価が高額になる料金（逓増料金）体系のこと。この料

金は、新規水源開発などに伴う費用の上昇傾向を大口需要の料金に反映させることに

よって、水の合理的使用を促す需要抑制と生活用水の低廉化への配慮などから設定さ

れるものである。 

 

【な行】 

 

◆ 内部留保資金 

減価償却費などの現金支出を伴わない支出や、収益的収支によって企業内に留保さ

れる自己資金のこと。資本的収支の不足額の補塡財源などに用いられる。 

 

【は行】 

 

◆ 配水池 

配水量の時間変動を調節するために、水道水を一時的に貯留する池のこと。配水池は、

地震、停電などによる浄水場の機能停止や水源汚染事故による取水停止時などに対応

する機能も合わせ持っている。主な構造形式として、PC（プレストレストコンクリー

ト）造、RC(鉄筋コンクリート)造、SUS（ステンレス）造、FRP（繊維強化プラスチ

ック）造がある。 

 

◆ 配水量 

配水池、配水ポンプなどから配水管に送り出された水量。配水量は料金水量、消火水

量、折損補償水量、メーター不感水量、局事業用水量などからなる有効水量と、漏水量、

調定減額水量からなる無効水量に区分されている。 

 

◆ 包括委託 

水道事業における業務（運転管理、点検・修繕、料金徴収など）を民間企業に一括で

委託することをいう。民間企業の創意工夫による効率化や、一括発注によるコスト削減

効果などのメリットが期待できる。 

 

◆ 法定耐用年数 

地方公営企業法施行規則により定められた、減価償却積算を行うための会計制度上

の年数。法定耐用年数を経過すると「経年化資産」となり、更新の対象として区分けさ

れる。 

 

◆ 補てん財源 

資本的収入が資本的支出に不足する場合、その不足額を補てんする、当該企業内部に

留保された資金や各種積立金などの財源のこと。 
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【ま行】 

 

◆ 民間委託（第三者委託） 

水道の管理に関する技術上の業務の全部または一部をほかの水道事業者、水道用水

供給事業者または当該業務を実施できるだけの経理的・技術的基礎を有する者に水道

法上の責務を含めて委託すること。 

 

【や行】 

 

◆ 有収水量 

料金収納の対象となった水量のこと。 

 

◆ 有収率 

有収水量を配水量で除したもの。浄・配水施設から送った水量に対し、料金収納の対

象となった水量の割合。 

 

【ら行】 

 

◆ ライフサイクルコスト 

建設費用のみならず、修繕などの維持管理費及び最終の処分費用までを含んだ総費

用のこと。 

 

◆ 類似団体平均（水道統計） 

水道統計の値を用いて、総務省の水道事業経営指標における分類などで全国の水道

事業者を抽出し、公益社団法人日本水道協会が定める水道事業ガイドラインに当ては

めて算定した平均値。 

 

◆ 類似団体平均（総務省） 

給水人口規模、水源による分類及び給水区域面積 1ha あたりの年間有収水量により

個々の水道事業者を類型化し、経営分析に有効な指標について類型ごとに平均値を示

したもの。
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R2 R3 R4
A101 平均残留塩素濃度 mg/L - 単年 0.55 0.55 0.65
A102 最大カビ臭物質濃度水質基準比率 ％ - 単年 200.0 100.0 60.0
A103 総トリハロメタン濃度水質基準比率 ％ - 単年 19.5 26.0 33.3
A104 有機物(TOC)濃度水質基準比率 ％ - 単年 26.7 27.8 28.3
A105 重金属濃度水質基準比率 ％ - 単年 0.0 0.7 0.0
A106 無機物質濃度水質基準比率 ％ - 単年 29.5 26.8 26.6
A107 有機化学物質濃度水質基準比率 ％ - 単年 0.0 0.0 0.0
A108 消毒副生成物濃度水質基準比率 ％ - 単年 26.7 22.2 42.2
A204 直結給水率 ％ + 累積 0.0 0.0 0.0
A301 水源の水質事故数 件 - 単年 0 0 0
A401 鉛製給水管率 ％ - 累積 - - -
B101 自己保有水源率 ％ + 累積 33.6 36.5 36.5
B103 地下水率 ％ (±) 単年 0.0 0.0 0.0
B104 施設利用率 ％ + 単年 81.2 77.0 78.7
B105 最大稼働率 ％ (±) 単年 101.9 94.8 98.0
B106 負荷率 ％ (±) 単年 79.6 81.2 80.3
B107 配水管延⾧密度 km/km2 + 累積 4.0 3.8 3.7
B110 漏水率 ％ - 単年 1.0 1.1 1.3
B111 有効率 ％ + 単年 99.0 98.9 98.7
B112 有収率 ％ + 単年 94.0 93.7 93.7
B113 配水池貯留能力 日 + 累積 1.09 1.16 1.13
B114 給水人口一人当たり配水量 L/日/人 + 単年 403 390 403
B115 給水制限日数 日 - 単年 0 0 0
B116 給水普及率 ％ + 累積 99.9 99.9 99.9
B202 事故時断水人口率 ％ - 単年 100.0 100.0 100.0
B203 給水人口一人当たり貯留飲料水量 L/人 + 累積 219 226 228
B204 管路の事故割合 件/100km - 単年 3.6 2.3 0.9
B205 基幹管路の事故割合 件／100km - 単年 0.0 0.0 0.0
B208 給水管の事故割合 件/1000件 - 単年 10.6 3.3 3.8
B209 給水人口一人当たり平均断水・濁水時間 時間 - 単年 0.00 0.00 0.00
B210 災害対策訓練実施回数 回/年 + 単年 0 0 0
B211 消火栓設置密度 基/km + 累積 2.7 2.8 2.8
B301 配水量1m3当たり電力消費量 kWh/m3 - 単年 0.55 0.52 0.53
B302 配水量1m3当たり消費エネルギー MJ/m3 - 単年 5.50 5.26 5.27
B303 配水量1ｍ3当たり二酸化炭素排出量 g・CO2/ｍ3 - 単年 239 230 200
B304 再生可能エネルギー利用率 ％ + 単年 0.000 0.000 0.000
B305 浄水発生土の有効利用率 ％ + 単年 - - -
B306 建設副産物リサイクル率 ％ + 単年 0.0 0.0 0.0
B401 ダクタイル鋳鉄管・鋼管率 ％ + 累積 30.7 30.8 30.8
B402 管路の新設率 ％ + 単年 0.28 0.43 0.20
B501 法定耐用年数超過浄水施設率 ％ - 累積 0.0 0.0 0.0
B502 法定耐用年数超過設備率 ％ - 累積 59.3 59.3 59.3
B503 法定耐用年数超過管路率 ％ - 累積 15.3 14.2 14.2
B504 管路の更新率 ％ + 単年 0.25 0.83 0.58
B602 浄水施設の耐震化率 ％ + 累積 0.0 0.0 0.0
B602-2 浄水施設の主要構造物耐震化率 ％ + 累積 0.0 0.0 0.0

No. PI 単位
改善
方向

指標
特性
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R2 R3 R4
B603 ポンプ所の耐震化率 ％ + 累積 32.0 33.8 33.8
B604 配水池の耐震化率 ％ + 累積 29.0 28.0 28.0
B605 管路の耐震化率 ％ + 累積 9.3 9.4 9.4
B605* 管路の耐震化率＊ ％ + 累積 9.8 10.2 10.4
B606 基幹管路の耐震化率 ％ + 累積 29.7 29.7 29.6
B606* 基幹管路の耐震化率＊ ％ + 累積 29.7 31.0 31.7
B606-2 基幹管路の耐震適合率 ％ + 累積 63.0 62.2 61.9
B606-2* 基幹管路の耐震適合率＊ ％ + 累積 66.0 66.9 68.4
B609 薬品備蓄日数 日 + 単年 37.5 40.9 35.0
B610 燃料備蓄日数 日 + 単年 0.6 0.1 0.1
B611 応急給水施設密度 箇所/100km2 + 累積 0.0 0.0 0.0
B612 給水車保有度 台／1,000人 + 累積 0.032 0.032 0.032
B613 車載用の給水タンク保有度 m3／1,000人 + 累積 0.159 0.158 0.160
C101 営業収支比率 ％ + 単年 88.8 94.8 96.9
C102 経常収支比率 ％ + 単年 108.6 105.1 110.0
C103 総収支比率 ％ + 単年 108.8 105.2 110.1
C104 累積欠損金比率 ％ - 単年 0.0 0.0 0.0
C105 繰入金比率（収益的収入分） ％ - 単年 5.7 0.0 2.6
C106 繰入金比率（資本的収入分） ％ - 単年 7.5 1.8 0.0
C107 職員一人当たり給水収益 千円/人 + 単年 89,937 91,918 73,865
C108 給水収益に対する職員給与費の割合 ％ - 単年 9.5 9.0 8.7
C109 給水収益に対する企業債利息の割合 ％ - 単年 1.3 1.2 1.1
C110 給水収益に対する減価償却費の割合 ％ - 単年 48.2 39.7 36.1
C111 給水収益に対する建設改良費のための企業債償還金の割合 ％ - 単年 4.9 4.9 5.0
C112 給水収益に対する企業債残高の割合 ％ - 単年 59.0 52.9 47.7
C113 料金回収率 ％ + 単年 97.8 101.3 103.9
C114 供給単価 円/m3 + 単年 165.3 174.5 171.5
C115 給水原価 円/m3 - 単年 169.0 172.2 165.0
C116 １ヶ月10m3当たり家庭用料金 円 - 単年 1,281 1,281 1,281
C117 １ヶ月20m3当たり家庭用料金 円 - 単年 2,986 2,986 2,986
C118 流動比率 ％ + 単年 457.5 419.8 277.7
C119 自己資本構成比率 ％ + 累積 91.9 92.2 70.0
C120 固定比率 ％ - 累積 95.4 95.1 127.7
C121 企業債償還元金対減価償却費比率 ％ - 累積 15.8 18.3 20.8
C122 固定資産回転率 回 + 累積 0.12 0.12 0.12
C123 固定資産使用効率 m3/10,000円 + 累積 7.3 7.1 7.1
C124 職員一人当たり有収水量 m3/人 + 単年 544,000 527,000 431,000
C204 技術職員率 ％ + 累積 0.0 0.0 0.0
C205 水道業務平均経験年数 年/人 + 累積 6.0 6.0 7.0
C302 浄水場第三者委託率 ％ (±) 累積 0.0 0.0 0.0
CI 給水人口規模 人 - - 31,502 31,628 31,267
CI 全職員数 人 - - 13.0 13.0 15.0
CI 浄水受水率 ％ - - 70.8 71.8 71.8
CI 給水人口1万人当たりの浄水場数 箇所/10,000人 - - 0.6 1.3 1.3
CI 有収水量密度 1,000m3/ha - - 0.8 0.7 0.8
CI 水道メーター密度 個/km - - 72.4 72.9 73.4
CI 単位管延⾧ m/人 - - 7.0 7.0 7.1

No. PI 単位
改善
方向

指標
特性
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